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は

じ

め

中
園
の
民
衆
闘
争
は
、
「
陳
勝
・
呉
庚
の
乱
」
以
来
、
二
千
年
以
上
の
俸
統
を
有
し
、
多
く
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
か
な
り
高
度
な
軍
事

性
な
ど
も
、
そ
の
一
つ
に
拳
げ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
日
本
の
江
戸
時
代
の
百
姓
一
授
な
ど
は
、
「
人
を
殺
害
す
る
道
具
を
も
た
な

い
こ
と
が
ち
く
、
ほ
と
ん
ど
非
武
装
の
朕
態
で
あ
っ
た
と
い
守
こ
れ
に
封
し
て
、
宋
代
以
降
の
中
園
で
は
、
民
聞
に
多
く
の
武
装
集
圏
が

存
在
し
、
こ
れ
ら
が
民
衆
闘
争
の
軍
事
面
を
指
導
し
、
擢
力
と
の
力
に
よ
る
非
妥
協
的
な
闘
争
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
毛
津
東
の
遊
撃

戦
法
や
「
戴
砲
か
ら
権
力
が
生
れ
る
」
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
な
ど
も
、
中
園
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
民
間
武
装
の
停
統
と
切
り
離
し
て
は
理

解
し
難
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
中
園
の
民
衆
闘
争
史
研
究
に
は
、
こ
れ
ら
民
間
武
装
の
俸
統
の
考
究
が
不
可
絞
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
従
来
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
つ
い
て
の
研
究
は
皆
無
に
等
し
く
、
今
後
の
大
き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
中
園
の
民
間
武
装
集
闘
と
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
「
紅
巾
」
を
中
心
に
、
中
園
民
聞
に
お
け
る
武
装
の
俸
統
の

一
端
を
垣
間
見
た
い
と
思
う
。

「
紅
巾
」
の
起
源

「
紅
巾
」
と
い
え
ば
、

一
般
に
は
、

元
末
の
そ
れ
が
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
で

概
読
書
な
ど
で
は

「
元
末
の
反
鼠
」
全
世
を

「
紅
巾

の
乱
」
と
呼
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

中
園
の
民
衆
闘
争
に
お
い
て
、

そ
の
メ
ン
バ
ー
が

「
紅
巾
」

(赤い
頭
巾
〉
を
被
る
習
慣

は
、
か
な
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
紅
巾
」
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
南
北
宋
交
替
期
で
あ
る
と
い
う
設
が
重
松
俊
章
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
重
松
の
見
解

は
卓
見
で
、
動
か
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
松
の
研
究
は
、
元
末
の
「
紅
巾
軍
」
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
起
源
の
問
題
は
副
次

的
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
史
料
的
に
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
中
園
の
何
学
界
で
も
、
こ
の
南
北
宋
交
替
期
の
「
紅
巾
」
に
つ

か
な
り
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
断
片
的
に
「
紅
巾
」
に
鯛
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

い
て
言
及
し
た
も
の
は
、

こ
の
南
北
宋
交
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替
期
の
「
紅
巾
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

重
松
は
、

「
紅
巾
」
を
民
衆
反
凱
箪
が
徽
琉
と
し
て
使
用
し
た
最
も
早
い
例
と
し
て
、

宣
和
二
年
に
、
睦
州
に
起
っ
た
「
方
踊
の
凱
」
を
翠

げ
て
い
る
。
し
か
し
、
方
撤
軍
で
は
、
「
紅
巾
」
は
六
等
級
の
徽
披
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
最
下
位
の
そ
れ
で
、
と
て
も
こ
れ
を
後
世
に

み
ら
れ
る
「
紅
巾
」
の
起
源
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
紅
巾
」
に
つ
い
て
の
最
も
早
い
史
料
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
重
松
も
引
用
し

て
い
る
「
韓
斬
王
碑
」
の
記
事
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
韓
世
忠
は
、
「
欽
宗
即
位
の
初
め
」
、
梁
方
卒
に
従
っ
て
、
黄
河
防
衛
の
た
め
に
溶
州
に

赴
い
た
が
、
嘗
時
、
既
に
金
軍
が
州
境
に
迫
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
方
卒
は
、

「他
盗
」
と
思
い
、
防
備
を
怠
っ
て
い
た
の
で
、
世
忠
が
忠
告

す
る
と
、
か
え
っ
て
方
卒
の
怒
り
を
買
い
、
偵
察
に
出
さ
れ
る
は
め
と
な
っ
た
。
世
忠
は
偵
察
中
、
金
宣
?
と
遇
職
し
、
婦
っ
て
報
告
し
た
が
、



「
猶
ほ
以
っ
て
紅
巾
の
賊
と
魚
し
、
備
へ
を
設
」
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
と
う
と
う
金
軍
は
侵
入
し
、
方
卒
は
単
身
逃
亡
し
た
。

こ
の
梁
方
卒
が
溶
州
に
赴
い
た
の
は
、
宣
和
七
年
の
十
二
月
壬
子
(
十
五
日
〉
で
、
逃
亡
し
た
の
は
、
翌
年
の
靖
康
元
年
の
正
月
二
日
で
あ

る
。
そ
れ
放
に
、
宣
和
末
に
は
、
「
紅
巾
」
が
黄
河
の
北
岸
の
溶
州
附
近
に
出
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

こ
の
外
、
「
紅
巾
」
は
、
南
北
宋
交
替
期
に
は
江
北
の
各
地
に
出
、渡
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

時
に
、
河
東
の
民
、
心
に
本
朝
(
宋
朝
〉
を
懐
ひ
、
所
在
に
結
び
て
紅
巾
と
漏
り
、
出
で
て
城
邑
を
攻
め
、
皆
建
炎
の
年
瞭
を
用
ふ
。
身

脱
し
て
南
障
す
る
者
有
る
を
見
れ
ば
、
往
々
、
助
く
る
に
衣
糧
を
以
っ
て
し
、
旦
つ
言
ふ
。
「
只
、
天
兵
の
河
を
過
ぎ
る
を
侠
つ
も
、
亦
、

も

ち

か

多
き
を
須
ひ
.
す
。
嘗
に
襲
勢
を
藷
り
て
、
壷
く
敵
人
を
執
へ
て
、
之
を
裁
さ
ん
と
す
る
の
み
」
と
。
金
衆
の
河
東
に
在
る
者
、
梢
々
遷
り

あ
わ

て
以

っ
て
北
去
す
。
金
の
兵
械
も
、
亦
甚
し
く
は
精
な
ら
ず
。
但
だ
、
心
を
協
せ
て
力
を
斉
へ
、
奮
ひ
て
死
を
顧
み
ず
。
故
に
多
く
勝
ち

す
こ
し

を
取
る
。
然
れ
ど
も
、
河
東
の
人
、
〔
こ
れ
〕
と
習
熟
し
、
略
も
、
健
る
る
所
無
し
。
是
の
年
、
津
・

瀦
の
聞
に
、
左
副
元
帥
尼
雅
痛
の

案
を
却
し
、
幾
ん
ど
之
を
復
さ
ん
と
す
。
放
に
、
〔
金
〕
、
紅
巾
を
捕
ふ
る
こ
と
念
な
り
。
然
れ
ど
も
、
そ
の
員
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、

方
卒
は
、則

ち
、
卒
民
を
捉
へ
て
以
っ
て
責
め
を
塞
ぎ
、
拳
村
害
を
被
る
者
有
り
。
放
に
、
強
批
な
る
者
多
く
奔
り
て
以
っ
て
命
を
逃
れ
、
而
し
て

(
熊
克
『
中
興
小
紀
』
巻
二
、
建
炎
元
年
十
二
月
僚
〉
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紅
巾
愈
す
〔
織
〕
ん
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
河
東
即
ち
山
西
で
も
、

た
り
し
て
、

ゲ
リ
ラ
的
に
金
軍
に
抵
抗
し
て
い
る
。

「
紅
巾
」
が
出
渡
し
、
南
宋
の
年
競
を
使
用
し
た
り
、
金
支
配
下
の
諸
都
市
や
金
軍
の
砦
を
攻
撃
し

ω
 

の
根
接
地
の
一
部
は
、
西
南
部
の
中
篠
山
に
も
あ
っ
た
ら
し
い

こ
の
山
西
の

「
紅
巾
」

が
、
そ
の
中
心
は
太
行
山
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲
の
『
中
興
小
紀
』
で
は
、
太
行
山
の
西
麓
の
津
州
や
瀦
州
の
聞
の
金
軍
の
砦
を
攻
撃

し
て
い
る
が
、
同
じ
頃
、
瀦
州
の
北
方
の
裏
垣
間
肺
方
面
で
も
、
「
紅
巾
」
が
出
設
し
た
史
料
も
あ
る
し
、
ま
た
、
紹
興
の
初
年
に
は
、

帥

紅
巾
」
の
首
領
ら
数
名
が
金
軍
に
投
降
し
た
記
録
も
あ
る
の
で
あ
る
。

「
太
行
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「
紅
巾
」
が
出
渡
し
て
い
た
よ
う
で
、
建
炎
二
年
に
金
に
使
い
し
た
貌
行
可
が
、
出
曾
っ
て
い
る
。
彼
は
、
「
河
北
、

紅
巾
賊
、
甚
だ
衆
し
」
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
攻
撃
を
恐
れ
て
い
た
が
、
「
紅
巾
賊
L

は
、
宋
の
「
使
旋
」
を
見
る
と
、
温
和
し
く
引
き

ま
た
、
河
北
で
も
、



「
紅
巾
」
は
相
嘗
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
紅
巾
」
が
活
溌
に
活
動
し
て
い
た
ら
し
く
、
か
な
り
頻
繁
に
記
録
に
見
え
て
い
る
。

例
え
ば
長
重

〈江
蘇
六
合
豚
附
近
〉
の
崇一
崎
潤
院
の
行
者
普
倫
ら
は
、
建
炎
四
年
頃
、
金
寧
の
侵
入
に
劃
す
る
自
衛
の
震
に
武
装
圏
を
結
成
し
て
い
た
が
、
彼

ま
と

刷

ら
も
、
「
紅
巾
を
豪
ひ
、
紅
械
を
立
て
」
て
い
た
と
い
う
し
、
「
高
郵
の
賊
李
在
」
な
ど
も
、
「
紅
巾
」
を
着
け
て
い
ね
ら
し
い
。
ま
た
、
臨

同

帥

(
安
徽
組
脈
)
や
安
盟
(
安
懲
尚一
脈
〉
、
均
州
(
湖
北
均
豚
)
附
近
な
ど
で
も
、
「
紅
巾
の
賊
」
が
出
浸
し
て
い
た
記
録
も
あ
る
。
そ
の
外
、
乾
道
の

制

「
遡
来
、
准
北
の
紅
巾
、
多
く
界
を
過
ぎ
り
て
、
剰
却
す
」
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

下
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
河
北
紅
巾
」
も
、
太
行
山
か
ら
東
に
出
撃
し
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
外
、
「
紅
巾
、
山
東
に
幡
結
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
東
で
も
、

ま
た
、
准
北

・
准
南
の
各
地
で
も
、
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初
年
頃
に
は

以
上
、
南
北
宋
交
替
期
に
は
、
江
北
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た

っ
て

「
紅
巾
」
の
活
動
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
嘗
時
の
江
北
は
、
金
の
侵
入

に
よ
り
、
准
河
以
北
は
金
の
支
配
下
に
入
り
、
准
南
も
し
ば
し
ば
宋
・
金
の
必
ず
奪
の
戦
場
と
な
り
、
金
軍
や
宋
軍
の
敗
残
兵
達
の
怒
い
ま
ま
の

侵
掠
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
人
々
は
、
自
分
の
身
は
、
自
分
の
手
で
守
ら
ざ
る
を
得
ず
、
互
い
に
圏
結
し
て
、
各
地
で
種
々
の
武

削

装
集
圏
を
組
織
す
る
に
至
っ
た
。

「
紅
巾
」
も
こ
れ
ら
の
武
装
集
園
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
江
北
の
各
地
に
出
渡
し
た
諸
「
紅
巾
」
は
お
互
い
に
ど
の
よ
う
な
闘
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、

詳
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
前
述
の
よ
う
に
、
太
行
山
が
有
力
な
根
接
地
の

一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
太
行
山
の
「
紅
巾
」

と
山
東
や
准
北
・
准
南
の
「
紅
巾
」

と
の
関
係
も
わ
か
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
各
地
の
「
紅
巾
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
し
て
お
り
、
相
互
の
聞
の
組
織
化
・
系
列
化
は
、
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
レ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
例
え
ば
、
「
李
成
の
糞
L

の
周
虎
と
、
「
水
賊
」
の
郁
青
と
が
、
蕪
湖
鯨
で
戦
っ
た
際
、
最
初
は
両
軍
と
も
「
紅
巾
を
以
っ
て
軟
纏
」
し

同

て
い
て
、
見
分
け
が
つ
か
な
か
っ
た
等
と
い
う
話
に
よ
っ
て
も
窺
え
よ
う
。

で
は
、
各
地
の
「
紅
巾
」
の
共
通
黙
は
何
か
。
各
地
の
「
紅
巾
」
の
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
共
通
貼
は
、
「
赤
い
頭
巾
」
を
被

っ
て
、
金
に
封
抗

す
る
武
装
集
固
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
何
故
に
、
反
金
武
装
集
園
が
、
「
赤
い
頭
巾
」
を
被
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
北
宋
交



替
期
の
「
紅
巾
」
に
燭
れ
た
重
松
や
中
園
の
諸
皐
者
が
、
全
く
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
以
下
、
若
干
、

そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。

私
は
、
こ
の
「
紅
巾
」
は
、
前
後
漢
交
替
期
の
「
赤
眉
」
や
後
漢
末
の
「
責
巾
」
と
同
様
の
一
種
の
異
装
で
あ
る
と
思
う
。
民
衆
闘
争
に
お

け
る
異
装
の
役
割
り
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
集
圏
の
内
部
と
外
部
と
の
巨
別
を
明
確
に
し
て
、
内
部
の
園
結
を
強
化
す
る
黙
な
ど
が
、
ま
ず
拳

帥

げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
異
装
は
、
日
常
性
の
否
定
の
象
徴
で
も
あ
り
、
演
劇
な
ど
と
同
様
に
、
民
衆
が
日
常
的
世
界
を
脱
出
し
、
非
日
常
的
世

界
に
飛
朔
す
る
た
め
の
手
段
と
も
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
外
、
中
園
で
は
、
こ
れ
ら
の
異
援
が
、
五
行
思
想
に
基
づ
く
、
政
治
的
な

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
機
能
を
も
果
す
場
合
が
あ
る
。
即
ち
、
中
園
で
は
、
五
行
設
に
よ
り
、
各
王
朝
は
、
木
火
土
金
水
の
中
の
い
ず
れ
か
の
徳
が
あ

伽
刷

る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
徳
に
劃
臨
臆
す
る
色
彰
を
隼
重
す
る
習
慣
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
火
徳
と
さ
れ
る
漢
帝
園
の
復
興
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る

同

「
赤
眉
」
な
ど
で
は
、
火
徳
に
割
膝
服
す
る
「
赤
」
色
を
集
圏
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
使
用
し
た
と
い
う
。
私
は
、

「
紅
巾
」

の
「
紅
」
に
も
、
こ
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れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
と
い
う
の
は
、
宋
朝
で
は
、

有
司
言
ふ
。

「
園
家
は
周
稗
を
受
く
。
周
は
木
徳
な
り
。
木
は
火
を
生
ず
。
首
に
火
徳
を
以
っ
て
王
た
り
て
、

色
は
赤
を
向
び
、
臨
は
氏

を
用
ふ
ベ
し
」
と
。
こ
れ
に
従
ふ。

(李
熊
『
繍
資
治
通
鑑
長
編
』
巻

一、

建
隆
元
年
三
月
壬
戊
燦
)

と
あ
る
よ
う
に
、
園
初
に
、
火
徳
を
王
朝
の
徳
と
し
、
火
徳
に
針
臨
服
す
る
赤
色
を
隼
重
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
紹
興
元
年

に
は
、
金
軍
の
侵
入
に
劃
し
て
城
を
棄
て
て
逃
亡
し
た
知
州
が
、
罪
を
菟
が
れ
る
た
め
に
、
「
敵
営
驚
き
停
ゆ
。
《
紅
笠
を
戴
き
し
人
、
案
を
却

制

か
す
》
と
。
こ
れ
火
徳
勝
捷
の
象
た
ら
ん
」
と
上
奏
し
て
、
皇
帝
か
ら
「
そ
の
倭
を
悪
」
ま
れ
、
菟
職
と
な
る
事
件
が
起
っ
て
い
る
。
こ
れ
な

ど
も
、

「
赤
」
が
宋
朝
の
色
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
た
珍
事
で
あ
ろ
う
。

制

こ
の
火
徳
に
基
づ
い
て
、
制
定
さ
れ
た
と
い
う
。

ま
た
、
南
宋
の
最
初
の
「
建
炎
」
と
い
う
年
競
な
ど
も
、

「
紅
巾
」

軍
の
中
に
は
、
前
掲
の
『
中
興
小
紀
』
に
見
え
る
「
河
東
の
紅
巾
」
の
よ
う
に
、

こ
の
南
宋
の
「
建
炎
」
と
い
う
年
放
を
使
用
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、

金
支
配
下
の
江
北
で
、

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
績
け
て
い
た
武
装
集
圏
が
、
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そ
の
民
族
闘
争
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
宋
朝
の
色
で
あ
る
赤
色
を
掲
げ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
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金
末
元
初
、
山
東
を
中
心
に
、
北
は
河
北
、
南
は
江
北
、
西
は
太
行
山
に
わ
た
る
地
域
で
、
金
や
元
に
抵
抗
し
た
所
謂
「
紅
襖
の
ぬ
」
な
ど

も
、
そ
の
標
競
と
し
て
、
「
紅
」
色
を
掲
げ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
「
紅
襖
」
も
、
「
紅
巾
」
の
一
種
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
と
い
う

の
は
、
「
紅
襖
」
は
、
「
紅
巾
」
よ
り
も
時
代
的
に
は
や
や
濯
れ
る
が
、
地
域
的
に
は
ほ
ぼ
重
な
り
、
同
じ
く
、
金
や
元
な
ど
の
異
民
族
支
配
に

封
す
る
民
族
闘
争
の
標
耽
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
前
掲
の
長
置
の
崇
一
踊
稗
院
の
「
紅
巾
」
の
よ
う
に
、

「
紅
巾
」
と
「
紅
峨
」

と
を
セ
ッ
ト
と
し
て
標
競
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
し
、
「
滋
李
一
二
」
の
李
賓
の
集
園
の
よ
う
に
、
「
緋
栂
頭
巾
」
と
「
緋
欄
棺
」
と
を
標
践
に

倒

し
て
い
る
集
圏
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
紅
巾
」
は
必
ず
し
も
「
頭
巾
」
だ
け
に
限
ら
ず
、

「
紅
襖
」
や
「
紅
峨
」
な
ど
を
も
含
め

た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
前
掲
の
「
紅
巾
」
や
「
紅

襖
」
を
標
放
と
し
た
諸
集
園
の
中
で
、
部
主
円
、
李
費
や
李
全
な
ど
は
、
か
な
り
有
名
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
集
圏
内
部
は
、
多
少
、
窺
え
る
。
ま

た
、
部
車
円
と
争
っ
た
「
李
成
の
黛
」
の
周
虎
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
が
「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
親
集
圏
の
李
成
集
圏

次
に
、

「紅
巾
」
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
が
、
詳
し
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。

も
、
劉
珠
の
健
偶
政
権
に
投
降
す
る
以
前
は
、

「
紅
巾
」
を
標
放
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
、

部
室
円
・
李
賓

・
李
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全

・
李
成
の
集
圏
を
手
が
か
り
に
、

「
紅
巾
」
集
圏
の
内
部
に
つ
い
て
、
若
干
、

み
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
諸
集
固
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
の
指
導
者
が
、
武
術
に
秀
れ
た
、
任
侠
的
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば

制

部
主
円
は
元
来
「
梢
公
」
で
あ
っ
た
が
、
卒
生
、
「
嘱
盗
」
を
し
て
お
り
、
「
甚
だ
、
そ
の
議
徒
の
心
を
得
」
て
い
た
と
い
う
し
、
李
賓
も
、
若

い
時
か
ら
「
無
頼
」
で
、
「
気
節
」
を
重
ん
じ
、
「
謹
李
三
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
李
全
も
、
「
翠
不
運
と
結
び
て
義
兄
弟
と
篤
り
、
任

同

侠
狂
暴
」
で
、
長
さ
七
、
八
尺
・
重
さ
四
十
斤
の
織
槍
を
振
り
ま
わ
し
、
「
李
鍛
槍
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
し
、
李
成
も
、
「
重
さ
七
斤
」
も
の
万

を
雨
手
に
振
り
ま
わ
し
、
「
向
う
と
こ
ろ
」
敵
が
な
い
ほ
ど
で
、
「
賎
勇
を
以
っ

て
聞
え
」
、
「
言
笑
寡
く
、
然
諾
を
重
ん
じ
」
「
仁
義
を
慣
行
」

同

し
て
、
「
能
く
衆
心
を
得
」
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
放
に
、
「
紅
巾
」
集
圏
で
は
、
こ
れ
ら
任
侠
的
関
係
が
、
組
織
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。



中
園
で
は
、
任
侠
的
な
関
係
は
古
代
か
ら
存
在
す
る
が
、
宋
代
以
前
と
以
後
と
は
、
か
な
り
質
的
な
相
違
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

古
代
の
任
侠
的
な
関
係
は
、
「
主
・
客
」
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
上
・
下
の
支
配
・
隷
属
の
関
係
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
封
し

帥て
、
宋
代
以
降
の
そ
れ
は
、
前
掲
の
李
全
集
圏
な
ど
の
よ
う
に
、
「
義
兄
弟
」
と
い
う
比
較
的
封
等
に
近
い
関
係
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
義
兄
弟
」
的
な
結
合
が
、
何
時
頃
か
ら
出
現
し
た
か
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
管
見
の
範
圏
で
は
、
宋
の

同

太
租
越
匡
胤
が
節
度
使
の
楊
光
義
ら
と
「
義
社
兄
弟
」
を
結
ん
だ
と
い
う
の
な
ど
が
、
「
義
兄
弟
」
の
早
い
例
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

唐
末
か
、
五
代
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
唐
末
・
五
代
と
い
う
時
代
は
、
皮
日
休
の
よ
う
に
、
父
母
に
盲
目
的
に
服
従
す
る
古
代
的
な
「
孝
」
に
劃
し
て
、
巌
し
い
批
剣
を
加
え

同

伺

た
思
想
家
が
出
現
し
た
り
、
武
人
達
の
聞
で
は
、
偲
父
・
偲
子
と
い
う
擬
制
的
血
縁
関
係
を
結
ぶ
の
が
流
行
す
る
な
ど
、
古
代
的
な
血
縁
関
係

が
動
揺
・
費
化
し
始
め
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
、
奮
い
血
縁
的
な
結
合
に
代
る
新
し
い
仲
間
結
合
も
芽
ぽ
え
つ
つ

「
社
口
酬
」
あ
る
い
は
「
義
社
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
、
併
数
信
仰
に
起
源
を
も
っ
た
、

日
本
の
「
講
」
の
よ
う
な
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あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

組
織
で
あ
る
。

「
義
兄
弟
」
も
、
前
掲
の
「
義
社
兄
弟
」
等
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
社
邑
」
の
中
か
ら
出
現
し
て
き
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

唐
代
ま
で
の
混
凱
期
の
自
衛
集
圏
で
は
、
「
郷
黛
」
「
宗
族
」
と
い
っ
た
地
縁
的
・
血
縁
的
な
関
係
が
そ
の
結
合
の
紐
帯
を
な
し
て
い
た
が
、

輔

唐
末
以
来
、
こ
う
い
う
傾
向
は
次
第
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、
南
北
宋
交
替
期
に
な
る
と
、
こ
の
「
義
兄
弟
」
的
結
合
等
が
民
間
武
装
集
圏
内
の

一
般
的
な
結
合
形
態
と
な
る
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
部
雲
は
、
蒲
城
が
金
人
に
陥
さ
れ
た
時
、
「
少
年
数
百
を
褒
め
、
山
谷
戸
川
思

し
て
」
、
時
々
、
出
撃
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
奉
兵
し
た
部
隆
と
、
「
約
し
て
兄
弟
と
潟
っ
た
」
と
い
う
し
、
「
勇
力
牽
を
絶
し
」
、
「
張
葬
蕩
」

と
縛
名
さ
れ
た
張
用
も
、
曹
成
、
李
宏
、
馬
友
ら
と
「
義
兄
弟
」
と
な
り
、
数
寓
の
「
衆
」
を
褒
め
て
い
可
制
。
ま
た
、
韓
世
忠
の
部
下
で
あ
っ

た
李
彦
先
は
、
世
忠
軍
潰
滅
後
、
海
に
入
っ
て
「
衆
を
褒
め
」
、
楚
州
に
あ
っ
て
、
「
威
勇
一
方
に
振
」
っ
て
い
た
趨
立
と
「
智
弘
拘
い
て
義
兄

同

弟

と

な

」

っ

て

い

る

し

、

開

封

陥

落

後

、

「

衆

を

褒

め

」

、

李

孝

義

・

李

孝

成

ら

九

人

と
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京
師
の
「
百
司
健
見
」
で
あ
っ
た
李
孝
忠
な
ど
も
、
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同

「
義
兄
弟
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
義
兄
弟
」
と
言
う
と
、
桃
園
で
、
劉
備
・
開
羽
・
張
飛
の
三
人
が
、
「
義
兄
弟
」
の
契
り
を
結
び
、
白
馬
黒
牛
を
屠
り
、
天

制

地
に
盟
い
を
立
て
る
、
『
三
園
志
演
義
』
の
所
調
「
桃
園
結
義
」
が
有
名
で
、
後
世
の
「
曾
黛
」
等
の
仲
間
結
合
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
元
来
、
『
三
園
志
』
に
は
、
「
先
主
(
劉
備
)
、
二
人
(
関
犯
と
張
飛
)
と
寝
れ
ば
、
則
ち
林
を
同
じ
く
し
、
齢
、
し
む
こ
と
兄
弟
の
若
し
」

ち
な
み
に
、

〈
径
一
一
一
六
)
等
と
あ
る
だ
け
で
、

「桃
園
結
義
」
は
見
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

」
の
『
三
園
志
』

の
場
合
、
劉
備
と
闘
羽
・
張
飛
と
の
関
係

t主

「
兄
弟
」
の
よ
う
で
あ

っ
て
も
、
あ
く
ま
で
上
・
下
の
君
臣
関
係
の
枠
内
で
あ
り
、

「
義
兄
弟
」
と
い
う
劃
等
に
近
い
関
係
で
は
な
い
の

「
桃
園
結
義
」
が
み
え
る
最
も
早
い
も
の
は
、
元
の
至
治
年
聞
に
刊
行
さ
れ
た
『
全
相
三
園
志
卒
話
』
で
あ
ろ
う
。

『
説
三
分
』
と
い
う
三
園
志
語
り
の
専
門
の
講
師
梓
師
た
ち
が
出
現
し
、
盛
ん
に
コ
ニ
園
志
」
を
語
っ
て
い
た
と
い
う
か

ら
、
(
孟
元
老

『東
京
夢
華
録
』
巻
四
)
、
こ
の

「
桃
園
結
義
」
の
場
の
原
型
な
ど
も
、

で
あ
る
。
現
存
文
献
中
、

し
か
し
、
宋
代
に
は
、

嘗
時
の
民
間
武
装
集
圏
を
モ
デ
ル
に

彼
ら
に
よ
っ
て
作
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ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
紅
巾
」
集
圏
の
構
成
員
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
が
、
こ
れ
も
詳
し
い
こ
と
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
李

時

成
集
園
で
は
、
「
(
李
〉
成
、
そ
の
衆
を
率
ゐ
る
こ
と
数
薦
。
各
々
、
老
を
捕
へ
幼
を
扶
け
て
、
河
東
を
渡
り
て
朝
廷
に
揮
す
」
な
ど
と
あ
る
よ
う

に
、
成
人
男
子
の
み
で
は
な
く
、
老
人
や
幼
児
を
も
含
ん
だ
、
戦
凱
で
寄
る
迭
の
な
い
流
民
達
が
主
な
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
次
に
、

女
に
、
「
紅
巾
」
集
固
と
南
宋
政
権
と
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
「
紅
巾
」
の
「
紅
」
は
火
徳
で
あ
る
宋
朝
の
色
で
あ
る
が
、

現
賓
の
南
宋
政
権
と
「
紅
巾
」
集
圏
と
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
。
金
朝
支
配
下
で
塗
炭
の
苦
し
み
の
中
で
岬
吟
し
て
い
た
江
北
の
人
々
に
と
っ

て
、
南
宋
政
権
の
存
在
は
、
一
僚
の
光
明
で
あ
り
、
救
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、

南
宋
の
年
披
を
用
い
た
り
、
南
に

し
か
し
、
南
宋
政
権
に
と
っ
て
、
「
紅
巾
」
な
ど
、
「
群
盗
」
の
一
つ
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

金
と
の
緊
張
関
係
に
あ
る
時
に
は
、
若
干
、
利
用
債
値
が
あ
る
が
、
緊
張
が
弛
む
と
、
有
害
無
盆
の
代
物
と
な
る
。
権
力
に
と
っ
て
、
民
衆
の

川
叫

武
援
が
危
険
な
こ
と
は
、
金
朝
も
南
宋
朝
も
か
わ
り
、
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
貼
、

「
紅
巾
」
側
で
も
、
リ
ア
ル
に
-認
識
し
て
い
る
も
の
も
い

走
る
人
々
が
絶
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



た
よ
う
で
、
部
青
な
ど
は
韓
世
忠
か
ら
招
安
さ
れ
た
時
二
躍
受
け
入
れ
た
が
、
赴
か
ず
、
「
我
、
方
に
賊
た
り
、
其
の
下
皆
窮
ま
る
。
恐
ら
く

は
用
ひ
ら
れ
ざ
ら
ん
。
故
に
動
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
李
成
や
李
全
等
が
、
宋
朝
に
到
し
て
、
「
反

覆
常
な
ら
ざ
る
」
の
は
、
こ
こ
に
大
き
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
故
に
「
紅
巾
」
の
「
赤
」
色
も
、
具
鐙
的
な
現
賓
の
南
宋
政

樺
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、

寧
ろ
、

も
っ
と
抽
象
的
な
、

民
衆
の
心
の
中
の
民
族
・
園
家
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
勲
、
南
北
宋
交
替
期
に
、
「
忠
義
巡
社
」
「
忠
義
軍
」
あ
る
い
は
、

「
浄
明
忠
孝
道
」
な
ど
と
、
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
「
忠
」
と
い

う
言
葉
な
ど
と
、
共
通
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
は
、
「
忠
」
と
言
っ
て
も
、
現
買
の
宋
朝
の
皇
帝
に
封
す
る
忠
誠
よ

り
も
、
寧
ろ
、
中
園
の
民
族
や
園
家
一
般
に
射
す
る
忠
誠
と
い
う
意
味
が
強
い
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
勾
。

「
紅
巾
」
は
、
南
北
宋
交
替
期
に
、
金
の
支
配
下
の
江
北
で
起
っ
た
が
、
南
宋
も
中
葉
に
な
る
と
、
江
南
に
も
及
ん
だ
よ
う
で
あ

る
。
嘉
定
十
二
年
間
三
月
に
は
、
金
軍
の
侵
入
の
混
飽
に
乗
じ
て
、
漢
中
の
輿
元
府
の
「
箪
土
」
の
張
一
隅
・
莫
簡
ら
が
、
「
紅
柏
を
以
っ
て
、

お

お

帥

首
を
蒙
ひ
、
紅
巾
陵
と
競
し
」
て
「
反
凱
」
を
起
し
、
四
川
に
侵
入
し
た
が
、
六
月
に
は
鎮
座
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
見
」
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
わ
か
ら
な
い
が
、
金
軍
の
侵
入
に
抵
抗
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
「
紅
巾
」
を
掲
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
賓
慶
元
年
の
正
月
に
は
、

同

同

湖
州
の
潜
壬
・
潜
丙
・
濡
甫
ら
兄
弟
が
、
「
太
湖
漁
人
及
び
巡
尉
兵
卒
」
「
販
瞳
の
盗
」
を
率
い
て
、
李
全
と
呼
鹿
す
る
と
「
偽
稽
」
し
て
、
鎖

以
上
、
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王
拡
を
擁
し
て
「
反
見
」
を
起
し
て
い
る
。
こ
の
「
反
観
」
も
、
「
紅
襖
の
賊
」
の
李
全
と
呼
雁
す
る
と
稽
し
て
い
る
か
ら
、
多
分
、
「
紅
襖
」

「
紅
巾
」
は
次
第
に
江
南
に
も
績
が
り
、

を
着
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

湖
南
は
、
大
兵
・
大
皐
の
後
、
縫
ぐ
に
月
椿
の
重
飲
を
以
っ
て
し
、
叉
、
州
郡
豚
遁
、

お

お

ひ

そ

大
段
い
に
困
乏
し
、
怨
洛
日
に
甚
し
。
村
落
の
窮
民
、
私
か
に
緋
衣
巾
を
製
し
、
以
っ
て
盗
の
起
る
を
侠
つ
者
有
り
。

す

〈

な

よ

人
を
得
る
こ
と
鮮
き
に
縁
つ
て
の
放
に
、

民
力

(
胡
寅

『
裳
然
集
』

各
一
八
、
「
寄
張
相
書
」
〉

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
民
族
的
抵
抗
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
よ
り
も
、
民
衆
の
権
力
に
劃
す
る
抵
抗
の
シ
ン
ボ
ル
へ
と
轄
化
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う

577 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
民
衆
の
武
装
の
嘗
然
の
な
り
ゆ
き
と
言
え
よ
う
。
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南
北
宋
交
替
期
の
江
北
で
は
、

「
紅
巾
」
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
武
装
集
圏
が
出
現
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
前
述
の
よ
う
に
、
任
侠
的
な
色

彩
の
濃
い
指
導
者
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
、
メ
ン
バ
ー
も
流
民
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
武
装
集
固
で
は
、
一
般
の
農

民
な
ど
と
は
、
行
動
や
習
俗
の
面
で
も
か
な
り
異
な
っ
た
濁
自
の
世
界
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
部
車
円
集
固
な
ど
で
は
、

同

妊
婦
の
腹
を
裂
き
、
胎
児
を
取
り
出
し
て
士
口
凶
を
卜
う
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
卒
気
で
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

次
に
、
そ
の
よ
う
な
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
圏
内
で
一
般
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
濁
特
の
習
俗
の
中
で
、

に
、
後
世
の
武
装
集
固
に
封
し
て
、
大
き
な
影
響
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
二
、
三
、
師
事
げ
て
お
こ
う
。

「
紅
巾
」
や
「
義
兄
弟
」
以
外

ぅ
。
ま
た
、

寄
春
の
「
卒
丁
」
出
身
の
「
丁
一
箭
」
の
丁
進
に
組
織
さ
れ
た
集
固
で
も
、

い
れ
ず
み

倒

た
し
、
山
東
の
「
盗
」
の
「
白
匪
笠
」
の
劉
忠
は
、
「
自
ら
其
の
額
に
鯨
し
」
、
「
花
面
獣
」

同

列
撃
の
煩
に
耐
え
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。

入
墨
の
風
習
で
あ
る
。
宋
代
で
は
、
漢
代
に
底
止
さ
れ
て
い
た
罪
人
に
謝
す
る
墨
刑
が
復
活
さ
れ
た
り
、
五
代
か
ら
始
っ
た

兵
士
た
ち
の
逃
亡
防
止
に
入
墨
す
る
制
度
が
通
例
化
す
る
な
ど
、
入
墨
の
風
習
は
か
な
り
一
般
化
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
南
北

宋
交
替
期
の
武
装
集
圏
で
も
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
受
け
て
、
入
墨
は
頻
繁
に
見
え
て
お
り
、
武
装
集
圏
内
で
、
一
種
の
習
俗
化
し
て
い
る
こ

い
れ
ず
み

と
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
李
彦
先
は
越
立
と
「
管
に
刺
し
て
、
義
兄
弟
」
の
契
り
を
結
び
、
王
彦
に
率
い
ら
れ
て
、
太
行
山

を
根
接
地
に
金
に
劃
し
て
激
し
く
抵
抗
し
た
所
謂
「
八
字
軍
」
で
は
、
兵
士
た
ち
の
顔
に
「
赤
心
報
園
、
誓
殺
金
賊
」
と
入
墨
し
て
い
向
と
い

榊

「
皆
、
六
貼
或
ひ
は
、
入
火
の
二
字
を
刺
し
」
て
い

こ
の
種
の
例
は
、
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そ
の
一
つ
は
、

と
呼
ば
れ
る
な
ど
、

ほ
と
ん
ど

も
う
一
つ
は
、
食
人
肉
の
風
習
で
あ
る
。
食
人
肉
は
、
中
園
で
は
古
来
、
飢
僅
の
際
な
ど
に
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、

「
人
相
食
」
と
い

う
文
字
が
史
書
に
散
見
し
て
い
る
。
し
か
し
、
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
圏
ほ
ど
頻
繁
に
食
人
肉
を
行
な
っ
て
い
る
例
は
、
以
前
に
は
見
あ
た

同

ら
な
い
よ
う
に
思
知
。
例
え
ば
、
山
東
の
「

E
冠
」
の
宮
儀
や
玉
江
の
集
固
で
は
、
車
に
「
乾
戸
を
載
せ
て
以
っ
て
糧
と
篤
」
し
て
い
た
し
、

う
え
た
し
ら
み

京
東
で
蜂
起
し
た
史
康
民
の
集
固
で
も
、
メ
ン
バ
ー
が
多
く
な
り
、
糧
食
が
乏
し
く
な
っ
た
の
で
、
人
を
殺
し
て
食
い
、
「
餓
晶
子
」
と
続
し

て
い
~
と
い
う
。
ま
た
、
張
祭
集
圏
で
も
、
通
州
に
駐
屯
し
て
い
た
時
、
糧
食
が
蓋
き
た
の
で
、
住
民
を
捕
ま
え
、
「
其
の
首
を
断
ち
、
其
の



帥

雨
管
・
雨
腔
を
研
り
」
、
盟
づ
け
や
干
物
と
し
て
、
食
糧
に
充
て
、
住
民
で
助
か
っ
た
者
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
種
の
一例
も
、

枚
拳
に
謹
が
な
い
程
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
集
園
で
は
、
食
人
肉
の
行
震
が
、
混
飽
期
の
食
糧
絞
乏
の
補
給
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
う

ち
つ
づ
く
食
糧
不
足
の
中
で
、
次
第
に
、
食
人
肉
が
習
慣
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
山
東
の
活
温
は
、
「
忠
義
人
」
を

率
い
て
、
海
路
、
行
在
所
に
赴
き
、
南
宋
に
「
信
仰
正
」
し
た
が
、
活
温
集
圏
で
は
、
行
在
所
に
至
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
食
人
肉
の
習
慣
を
維

帥

持
し
て
や
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
食
人
肉
は
武
装
集
圏
の
習
慣
と
し
て
定
着
し
、
そ
の
濁
自
な
習
俗
の
一
つ
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

そ
の
外
、
縛
名
な
ど
も
、
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
圏
の
特
色
の
一
つ
に
奉
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
中
園
に
お
い
て
、
民
衆
が
お
互
い
に

縛
名
で
呼
び
合
う
風
習
が
、
い
つ
噴
か
ら
始
ま
っ
た
か
は
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
南
北
宋
交
替
期
が
、
中
園
縛
名
史
上
に
お
け

る
劃
期
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
李
識
槍
」
「
張
奔
蕩
」
「
滋
李
一

E
「
丁
一
箭
」
等
々
、
武
装
集
圏
の
指
導
者
た
ち
の

大
半
が
、
自
稽
他
稽
の
縛
名
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
紅
巾
」
「
義
兄
弟
」
の
外
、
「
入
墨
」
「
食
人
肉
」
「
縛
名
」
な
ど
、
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
圏
に
見
ら
れ
る
諸
特
色
を
、
煩
を
厭

わ
ず
列
拳
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
必
ず
し
も
、
南
北
宋
交
替
期
に
始
ま
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
、
後
世
の
武
装
集
圏
に
見
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ら
れ
る
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
出
揃
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
時
期
は
、
中
園
の
民
間
武
装
集
圏
の
大
成
期
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ

る
ま
い
。

「
紅
巾
L

の
展
開

)
 

唱
'
ム(
 

「
紅
巾
」
と
『
水
活
俸
』
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前
章
で
み
た
よ
う
に
、
南
北
宋
交
替
期
の
驚
天
動
地
の
江
北
で
、
中
園
の
民
間
武
装
集
圏
の
原
型
は
、
ほ
ぼ
完
成
し
た
と
い
え
る
が
、
そ
の

民
間
武
装
集
園
の
世
界
が
最
も
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
小
説
の
『
水
活
俸
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、

『
水
器
停
』
と
こ
れ
ら
南
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北
宋
交
替
期
の
武
装
集
圏
と
の
関
係
を
、

「
紅
巾
」
を
中
心
に
、

み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
水
鴻
傍
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
骨
格
は
、
宣
和
元
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
、

山
東
を
中
心
に
し
て
起
っ
た
「
宋
江
の
乱
」
に
よ
っ
て
組
み
立

て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
宋
江
の
凱
」
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
こ
と
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
、
南
北
宋
交
替
期
ま
で
、
そ
の

「
飢
」
の
影
響
が
残
っ
て
い
た
ら
し
く
、
建
炎
元
年
の
七
月
に
、
「
宋
江
の
黛
」
と
い
う
史
斌
が
、
皇
帝
と
自
稿
し
、
映
西
の
輿
州
を
根
擦
に

個

師

蜂
起
し
て
い
る
。
こ
の
史
斌
は
、
「
叛
賊
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
且
、
宋
朝
に
投
降
し
、
奥
州
に
波
遣
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
旬
。
嘗

時
の
映
西
で
は
、
金
軍
が
迫
り
、
大
混
凱
に
陥
っ
て
い
た
。
史
斌
は
、
そ
の
混
蹴
の
最
中
に
蜂
起
し
た
が
、
快
西
地
方
の
自
衛
集
固
と
関
係
が

深
か
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
建
炎
二
年
四
月
、
金
軍
が
一
時
退
兵
し
た
際
に
、
金
箪
の
占
領
下
の
長
安
を
「
牧
復
」
し
た
「
義
軍
」
の

同

「
統
領
」
張
宗
誇
に
誘
わ
れ
て
、
長
安
に
入
り
、
こ
こ
を
本
擦
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
史
斌
は
、
『
水
潜
俸
』
の
英
雄
「
九
紋
龍
」

れ史
て進
L、と

モ同立
日

も
似
て
し、

る
し

ま
た
、
史
進
の
家
も
史
斌
が
活
躍
し
た
同
じ
快
西
に
あ
り
、

史
準
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
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そ
の
外
、
余
嘉
錫
は
、
『
宋
江
三
十
六
人
考
寅
』
の
中
で
、
『
水
滞
停
』
の
英
雄
と
姓
名
の
似
て
い
る
者
を
、
南
北
宋
交
替
期
の
史
料
か
ら
丹

念
に
拾
っ
て
い
る
。
姓
名
が
似
て
い
て
も
、
同
一
人
か
ど
う
か
は
確
定
出
来
な
い
が
、
『
水
論
停
』
の
英
雄
と
同
じ
よ
う
な
人
物
が
、
南
北
宋

交
替
期
に
多
数
見
ら
れ
る
の
は
事
賞
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

ち
の
兵
種
的
な
モ
デ
ル
は
、
南
北
宋
交
替
期
の
江
北
の
諸
武
装
集
圏
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

『
水
務
停
』
は
、

「
宋
江
の
範
」
の
史
賓
を
骨
組
に
使
っ
て
は
い
る
が
、
英
雄
た

そ
の
よ
う
な

痕
跡
の
一
つ
と
し
て
、
現
存
の
『
水
滞
惇
』
の
中
に
は
、
梁
山
泊
や
そ
の
外
の
山
案
の
英
雄
好
漢
た
ち
が
、

同

着
、
「
紅
峨
」
を
掲
げ
る
例
が
か
な
り
多
い
事
な
ど
を
奉
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
れ
ら
の
「
紅
巾
」
「
紅
襖
」
は
、
『
元
由
選
』
中
の
水
論

同

俸
劇
に
も
み
ら
れ
る
。
勿
論
、

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
紅
巾
」
を
戴
き
、

「
紅
襖
」
を

『
元
曲
濯
』
は
明
代
の
編
纂
で
、
元
代
の
ま
ま
で
は
な
い
が
、
元
代
の
水
激
停
劇
に
こ
れ
ら
が
み
え
て
い
た
こ

ま
た
、

『
水
滞
傍
』
に
つ
い
て
の
最
古
の
記
述
と
言
わ
れ
る
南
宋
末
・
元
初
の
人
襲
開
の

「
宋
江
三
十
六
人
賛
弁
序
」

(
周
密
『
葵
辛
雑
識
』



績
集
上
、
所
牧
)
に
は
、
こ
れ
ら
の
「
紅
巾
」
や
「
紅
襖
」
は
見
え
な
い
が
、
「
船
火
見
張
横
」
の
賛
に
「
大
行
の
好
漢
、
三
十
有
六
。
此
の
火

見
無
く
ん
ば
、
其
の
数
足
ら
.
す
」
と
か
、
「
浪
子
燕
青
」
の
賛
に
「
卒
康
の
巷
陪
、
量
汝
の
名
を
知
ら
ん
や
。
大
行
の
春
色
二
丈
青
有
り
」
な

ど
と
あ
匂
よ
う
に
、
宋
江
ら
の
根
接
地
が
梁
山
泊
で
は
な
く
、
太
行
山
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
に
債
い
し
よ
う
。
と
い
う
の
は

太
行
山
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

た
、
『
水
滋
俸
』
の
英
雄
の
中
に
は
、
前
掲
の
「
船
火
見
張
横
」
の
よ
う
に
、

「
八
字
軍
」
や
「
紅
巾
」
な
ど
の
、
抗
金
ゲ
リ
ラ
の
有
力
な
根
接
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

ま

靖
康
よ
り
以
来
、
中
原
の
民
の
金
に
従
は
ざ
る
者
は
、
太
行
山
に
相
保
棄
す
。
初
め
、
太
原
の
張
横
な
る
者
、
衆
二
高
を
有
し
、
嵐
・
憲

の
境
を
往
来
す
。
嵐
・
憲
の
知
州
同
知
、
丘
二
千
五
百
人
を
領
し
て
、
山
に
入
り
て
之
を
捕
へ
ん
と
す
る
も
、
横
の
た
め
に
敗
ら
れ
、
雨

同
知
、
倶
に
執
へ
ら
る
。

(
『
中
興
小
紀
』
巻
一
九
、
紹
興
五
年
末
篠
〉

な
ど
と
、
太
行
山
を
根
接
地
に
、
金
に
劃
し
て
ゲ
リ
ラ
闘
争
を
展
開
し
て
い
た
貰
在
の
人
物
も
い
た
の
で
あ
る
。
南
宋
末
頃
の

(
こ
れ
を
俵
り
に
「
原
水
潜
俸
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
)
の
主
人
公
達
の
モ
デ
ル
は
、
こ
れ
ら
「
紅
巾
」
を
戴
き
、
「
紅
襖
」
を
着
た
り
し

そ
れ
放
に
、
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『
水
潜
惇
』

て
、
太
行
山
等
を
根
接
地
に
、
金
軍
と
戦
っ
た
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
園
及
び
そ
の
リ
ー
ダ
ー
達
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
『
水
潜
傍
』
と
の
閲
係
は
わ
か
ら
な
い
が
、
前
述
の
「
紅
巾
」
部
青
の
「
衆
を
褒
め
て
よ
り
己
後
の
離
跡
弁
び
に
其
の
徒
黛
」
を

は

な

し

柑

題
材
に
し
た
詳
し
い
「
小
説
」
な
ど
が
賓
際
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
小
説
」
は
、
最
初
は
講

樟
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
車
猫
で
語
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
次
第
に
統
合
さ
れ
、
南
宋
末
に
は
一
つ
の
大
河
小
説
と
し
て
ま
と

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
原
水
滞
俸
」
が
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
原
水
器
停
」
は
、
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
圏
が
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
か
ら
、
か
な
り
、
民
族
主
義
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
の
『
水
幣
停
』
や
コ
克
曲
」
で
は
、
こ
れ
ら
民
族
主
義
的
な
色
彩
が
極
め
て
希
薄
で
、
先
述
し

た
よ
う
に
、
「
紅
巾
」
「
紅
襖
」
等
と
い
っ
た
文
字
に
、
僅
か
に
そ
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う

そ
の
原
因
は
元
朝
と
い
う
異
民
族
王
朝
の
支
配
盟
制
に
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
民
族
的
抵
抗
を
讃
美
す
る
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こ
と
は
、
南
宋
治
下
で
は
許
さ
れ
て
も
、
異
民
族
王
朝
で
あ
る
元
朝
支
配
下
で
は
許
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

元
朝
治

下
で
は
、
表
面
上
は
、
民
族
主
義
的
な
色
影
は
希
薄
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
嘗
然
、
秘
密
一
一美
に
は
、
民
族
的
な
抵

抗
を
鼓
舞
す
る
も
の
が
作
ら
れ
、
演
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
我
々
に
は
、
そ
れ
を
知
る
す
べ
は
な
い
。反

金
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の

メ
ヅ
カ
と
も
言
う
べ
き
太
行
山
か
ら
、
梁
山
泊
へ
と
繁
更
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
梁
山
泊
も
、
張
祭
な
ど
の
南
北
宋

そ
れ
は
と
も
か
く
、
元
代
に
な
っ
て
、
民
族
的
な
面
で
は
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
{
木
江
ら
の
主
要
舞
蓋
も
、

交
替
期
の
武
装
集
園
の
根
接
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
が
、
太
行
山
ほ
ど
民
族
色
が
強
く
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
元
代
の
成
書
と
考
え
ら

れ
る
『
宣
和
遣
事
』
の
「
晃
蓋
ら
八
人
は
、
:
:
:
や
む
な
く
、
楊
志
ら
を
誘
っ
て
、
総
勢
二
十
人
で
義
兄
弟
と
な
り
、
太
行
山
の
梁
山
泊
に
行

そ
く

っ
て
、
落
草
し
て
、
冠
と
な
り
ま
し
た
。
」
(
元
集
)
と
い
う
記
事
な
ど
は
、
丁
度
、
こ
の
太
行
山
か
ら
梁
山
泊
へ
と
舞
蓋
が
襲
更
さ
れ
る
過
渡

期
の
朕
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
，
次
第
に
脱
民
族
主
義
化
が
進
み
な
が
ら
元
末
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

元
末
の
「
大
反
範
」
期
に
、

『
水
漏
停
』
は
施
耐
苓
や
羅
貫
中
ら
の
手
に
よ
っ
て
、
集
大
成
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
現
存
の
版
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本
は
明
も
後
半
の
も
の
で
、
元
末
を
距
る
こ
と
久
し
い
。
ま
た
、
彼
ら
自
身
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
版
本
に

よ
っ
て
も
、
彼
ら
が
大
き
く
ど
の
方
向
へ
、
「
原
水
論
侍
」
の
向
き
を
襲
え
た
か
は
、
窺
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
原
水
漏
傍
」
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
は
、

そ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
園
の
闘
い
に
劃
す
る
共
感
と
期
待
が
存
在
し
た

そ
の
反
封
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
、

の
際
、
施
耐
竜
は
「
反
凱
」
の
指
導
者
の
一
人
張
士
誠
か
ら
招
聴
さ
れ
た
が
、
赴
か
な
か
っ
た
と
い
う
俸
設
は
、
彼
の
階
級
的
立
場
を
暗
示
し

て
い
て
興
味
深
い
。
結
局
、
彼
ら
は
、
「
元
末
の
大
反
乱
期
」
に
、
沸
き
起
る
民
衆
の
反
モ
ン
ゴ
ル
・
反
地
主
の
闘
い
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、

「
原
水
漏
傍
」
を
投
降
路
線
へ
と
軌
道
修
正
し
て
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
封
殺
を
は
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

伺

し
か
し
、
も
と
も
と
の
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
園
の
も
つ
素
材
の
質
は
争
え
ず
、
『
水
活
俸
』
は
完
成
す
る
や
い
な
や
、
編
者
の
意
固
を

越
え
て
、
濁
り
歩
き
を
始
め
、
「
民
衆
反
凱
」
の
バ
イ
ブ
ル
と
な
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
濁
り
歩
き
を
始
め
た
『
水
務
停
』

と
思
わ
れ
る
が
、
現
存
の
『
水
漏
惇
』
は
、
全
睦
と
し
て
は
、

「
元
末
の
反
凱
」



に
射
し
て
、
明
末
や
清
後
半
の
「
民
衆
反
靴
」
の
昂
揚
期
に
は
、
『
水
器
俸
』
の
軌
道
を
再
び
修
正
し
て
、

伺

鎮
静
を
は
か
ろ
う
と
し
た
金
聖
嘆
や
合
高
春
の
よ
う
な
者
ま
で
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

昂
揚
す
る
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

(2) 

元
末
の
「
紅
巾
」

元
代
の
前
半
に
は
、

と
一
斉
に
蜂
起
し
て
、
元
朝
打
倒
の
闘
い
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

「
紅
巾
」
は
全
く
表
面
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
秘
密
裏
に
は
活
動
を
績
け
て
い
た
ら
し
く
、
元
末
に
な
る

こ
れ
ら
、
元
末
に
「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
蜂
起
し
た
集
圏
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
同
韓
林
児
・
劉
一
幅
通
集
圏
、

ω芝
腕
李
集
圏
、

ω郭
子
輿

集
圏
、
仙
朱
元
疎
集
圏
、
同
徐
蕎
輝
集
圏
、
的
明
玉
珍
集
圏
、
回
陳
友
諒
集
圏
、

ω孟
海
馬
・
布
王
三
集
圏
、
な
ど
が
奉
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の

外
、
元
末
に
蜂
起
し
た
集
圏
で
有
力
な
も
の
は
、
方
圏
珍
や
張
士
誠
の
集
圏
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
「
紅
巾
」
を
掲
げ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

伺

て
い
る
。
し
か
し
、
張
土
誠
箪
が
、
「
紅
軍
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
例
も
あ
る
か
ら
、
張
土
誠
集
圏
で
も
、

「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
た
可
能
性
は
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制
か
ら
ゆ
ま
で
と
、
制
か
ら

ωま
で
の
二
つ
に
分
類
す
る
の
が
、
重
松

伺

以
来
、
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。
重
松
は
前
者
を
「
白
蓮
数
系
」
、
後
者
を
「
禰
勤
数
系
」
と
呼
ん
だ
が
、
近
年
は
前
者
を
「
東
系
紅
巾
軍
」
、

柿

後
者
を
「
西
系
紅
巾
軍
」
と
呼
ぶ
呼
び
方
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
系
統
内
の
諸
集
園
相
互
に
は
緩
や
か
な
連
稽
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
二
系
列
聞
の
関
係
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
多
分
、
南
北
宋
交
替
期
の
「
紅
巾
」
集
圏
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
濁
自
に
蜂
起

あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
「
紅
巾
」
を
掲
げ
た
諸
集
圏
を
、

し
、
相
互
の
関
係
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
個
々
の
集
固
に
つ
い
て
、

大
ま
か
に
み
て
お
こ
う
。

「
東
系
紅
巾
」
で
は
、
同
「
韓
林
見
・
劉
一
幅
遁
集
圏
」
が
最
も
有
力
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
、
こ
れ
か
ら
み
る
こ
と
に
す
る
。
至
正
十
一
年
五

月
、
白
蓮
数
の
数
主
韓
山
童
は
、
「
天
下
大
飢
し
、
調
勤
併
下
生
す
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
、
「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
蜂
起
を
計
蓋
し
た

が
、
護
費
し
て
庭
刑
さ
れ
た
。
難
を
逃
れ
た
門
弟
の
劉
一
幅
通
・
杜
遵
道
ら
は
、
頴
州
に
入
っ
て
蜂
起
し
て
、
ま
た
た
く
ま
に
、
軍
勢
十
鈴
高
と

い
う
一
大
勢
力
に
成
長
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
至
正
十
五
年
に
、
劉
ら
は
山
中
に
隠
れ
て
い
た
数
主
の
子
の
韓
林
見
を
捜
し
出
し
、
こ
れ
を
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皇
帝
に
擁
し
て
、
事
州
で
即
位
さ
せ
、
園
競
を
「
宋
」
、
年
慌
を
「
龍
鳳
」
と
定
め
た
。

る
。
従
来
、
こ
の
集
闇
は
白
蓮
数
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
鈴
木
中
正
は
こ
れ
に
劃
し
て
、
新
し
い
見
解
を
出
し

て
い
加
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
集
園
は
、
韓
家
を
中
心
と
す
る
宗
教
汲
と
、
劉
一幅
通
ら
が
率
い
る
武
力
波
と
の

「
共
同
戦
線
」
に
よ
り
形
成
さ

」
れ
が
、

こ
の
集
圏
の
形
成
過
程
の
あ
ら
ま
し
で
あ

れ
た
も
の
と
い
う
。
た
し
か
に
、
劉
ら
は
、
蜂
起
の
際
に

「
白
馬
黒
牛
を
殺
し
、
天
地
に
誓
告
」
し
た
り
、

そ
の
集
圏
で
は
食
人
肉
の
習
慣

が
あ
る
な
ど
、
武
装
集
園
固
有
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
鈴
木
説
に
は
、
私
も
賛
成
で
あ
る
。
私
は
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
進
め
て
、
武
装

集
固
と
「
紅
巾
」
と
の
本
来
の
開
係
か
ら
し
て
、
こ
の
韓
林
児
・
劉
一帽
通
集
圏
の
掲
げ
る
「
紅
巾
」
も
、
劉
ら
の
武
装
集
固
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
私
は
、
元
代
に
な
っ
て
も
、

「
紅
巾
」
の
停
統
は
、

地
下
の
武
装
集
圏
内
で
は
縫
承
さ

れ
、
異
民
族
王
朝
た
る
元
朝
に
劃
す
る
民
族
的
抵
抗
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
元
末
の
「
大
反
飢
期
」

に
な
っ
て
、

一
斉
に
掲
げ

ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
劉
ら
が
蜂
起
し
た
際
に
、
「
韓
山
童
は
徽
宗
の
八
世
の
孫
な
り
、
嘗
に
中
園
に
主
た
る
べ
し
」

と
「
詐
稿
」
し
た
り
、
園
球
を
「
宋
」
と
定
め
た
り
、
彼
ら
が
「
紅
巾
」
の
ル
!
ツ
が
南
北
宋
交
替
期
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
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と
に
よ
っ
て
も
、
窺
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
韓
林
児
・
劉
一
帽
通
集
圏
が
、
こ
れ
ら
「
紅
巾
」
の
ル
l
ツ
を
い
ち
は
や
く
濁
占
し
た
こ
と
が
、
他

の
「
紅
巾
」
集
闇
に
劃
し
て
優
位
に
立
ち
得
た
原
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
お
刷
「
芝
腕
李
集
圏
L

に

つ

い

て

み

て

み

よ

う

。

江

蘇

の

部

州

の

人

て
、
邦
人
の
「
社
長
」
越
均
用
や
「
勇
惇
に
し
て
謄
略
あ
る
」
彰
大
ら
「
八
人
を
得
て
、
敵
血
同
盟
」
し
て
、
「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
蜂
起
し
、
徐

同

州
に
侵
入
し
て
、
こ
こ
を
根
擦
と
し
た
。
以
上
が
、
こ
の
集
囲
の
蜂
起
の
概
略
で
あ
る
。
リ
ー
ダ
ー
の
芝
航
李
は
、
本
名
を
李
二
と
い
っ
た
が
、

至
正
十
一
年
八
月
、

「
芝
腕
李
」

は
劉
一
帽
通
ら
の
暴
兵
を
聞
い

「
機
歳
」
に
倉
の
芝
腕
を
、

「
壷
く
人
に
賑
し
た
L

の
で
、
こ
の
縛
名
が
附
け
ら
れ
た
か
と
い
う
か
ら
、

「
義
侠
心
」
を
以
っ
て
任
侠
の
徒
な

ど
の
聞
で
は
人
気
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
蜂
起
の
際
、
仲
間
入
り
を
勤
め
ら
れ
た
彰
大
が
、
最
初
に
こ
の
芝
蹴
李
の
参
加
の
有
無
を
確
か
め

「
敵
血
同
盟
」
し
て
い
る
貼
な
ど
か
ら
も
、
こ
の
集
圏
は
、
芝
腕
李
を
中
心
と
し
た
任
侠
的
な
結
合
に
よ
る
武

「
紅
巾
」
な
ど
も
、
こ
れ
ら
武
装
集
圏
の
博
統
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
事

て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

装
集
圃
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、



兵
後
し
ば
ら
く
し
て
、
元
軍
の
攻
撃
を
受
け
、
芝
航
李
は
慮
刑
さ
れ
、
趨
均
用
・
彰
大
ら
は
、
濠
州
の
郭
子
輿
の
下
に
逃
れ
、
こ
の
集
圏
は
崩

壊
し
た
。
越
は
そ
の
後
、
韓
林
見
・
劉
一
踊
逼
集
圏
の
一
支
涯
で
あ
る
山
東
の
毛
貴
集
圏
に
赴
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
集
圏
聞
に
は
、
一
種
の

連
帯
感
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
あ
ま
り
シ
ッ
グ
リ
い
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
連
帯
は
そ
れ
ほ
ど
緊
密
な
も
の
で

は
な
く
、
武
装
集
圏
同
志
の
緩
や
か
な
連
帯
感
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
明
史
』
巻
一
二
二
郭
子
輿
俸
に
、
「
郭
子
興
、
:
:
・
長
ず
る
に
及
ん
で
、

任
侠
に
し
て
、
賓
客
を
喜
ぶ
。
た
ま
た
ま
、
元
政
鈍
る
。
子
興
、
家
資
を
散
じ
、
椎
牛
醸
酒
し
て
、
紅
子
と
結
納
す
。
至
正
十
二
年
春
、
少
年
数

次
に
、

制
郭
子
輿
集
圏
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
集
圏
も
、

千
人
を
集
め
、
襲
い
て
濠
州
に
擦
る
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
郭
子
輿
を
中
心
と
し
た
任
侠
的
結
合
に
よ
る
武
装
集
圏
と
言
え
よ
う
。
野
口
銭
郎

醐

は
、
こ
の
集
圏
を
、
「
郷
曲
の
保
全
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
た
」
「
武
装
地
主
連
合
集
圏
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
野
口
は
、

『
明
貫
録
』
や

『
園
権
』
な
ど
に
)
郭
子
興
が
「
豪
傑
子
弟
」
を
率
い
て
蜂
起
し
た
と
あ
る
の
を
根
擦
に
、

る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
、
な
い
し
そ
れ
に
依
存
す
る
階
層
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。

L
か
し
、
こ
の
「
豪
傑
子
弟
」
は
「
任
侠
的
な
若
い
衆
」
と

「
集
圏
の
中
核
的
部
分
が
土
豪
あ
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い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
野
口
の
よ
う
に
、
師
、
「
土
豪」

や
「
地
主
」
の
「
子
弟
」
と
は
し
難
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
豪
傑
子
弟
L

が、

『
名
山
蔵
』
で
は
「
賓
客
子
弟
」
、
『
明
史
』
で
は
「
少
年
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
ま
た
、

仰

を
着
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
れ
な
ど
も
、
武
装
集
圏
の
「
紅
巾
」
の
俸
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
郭
子
輿
軍
も、

「
緯
衣
」

次
に
、

ω朱
元
環
集
圏
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
朱
元
意
は
、
も
と
も
と
、
郭
子
輿
の
部
下
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
の
集
圏
も
、

掲
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
濁
立
後
、
彼
の
権
力
形
成
史
上
の
節
目
に
、
二
度
も
、
「
紅
巾
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
て
い
る
の
は
興
味

深
い
。
一
度
目
は
、
至
正
十
五
年
六
月
、
太
卒
を
陥
し
、
こ
こ
に
太
卒
輿
園
翼
元
帥
府
を
開
設
し
た
時
で
、
「
旗
峨
及
び
持
土
の
戦
衣
は
、
皆

同

赤
を
街
ぶ
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
度
目
は
、
至
正
二
十
四
年
正
月
、
臭
王
の
位
に
即
い
た
際
で
、
「
将
士
の
戦
襖
・
戦
祷
・
批
帽
・

同

旗
轍
は
、
皆
紅
色
を
用
ゆ
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
劃
期
に
、
わ
ざ
わ
ざ
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
、

「
紅
巾
L

を

「
紅
巾
」
に
つ
い
て
規
定

585 

し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
朱
元
建
が
、
各
地
の
武
装
集
圏
に
お
け
る
「
紅
巾
」
の
停
統
の
も
つ
重
さ
を
知
悉
し
て
お
り
、
「
紅
巾
」
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を
媒
介
に
、
そ
れ
ら
の
武
装
集
圏
を
自
己
の
勢
力
下
に
吸
牧
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

東
系
紅
巾
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
次
に
、

西
系
紅
巾
の
中
心
で
あ
る
同
徐
蕎
輝
集
固
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
至
正
四
年
に
、
「
調
勤
併
」

を
奉
じ
て
蜂
起
し
た
哀
州
の
「
妖
信
」

彰
埜
玉
は
、
至
正
十
一
年
、
ま
た
、
弟
子
の
郷
普
勝
・
徐
誇
輝
ら
と
、
湖
北
の
斬
州
で
「
紅
巾
」
を
掲

げ
て
蜂
起
し
、
徐
を
皇
帝
の
位
に
即
け
、
園
放
を
「
天
完
」
と
琉
し
た
。
こ
の
集
圏
は
蒲
勤
信
仰
を
奉
じ
て
い
た
の
で
、
重
松
俊
章
は
、
こ
の

西
系
紅
巾
を
「
蒲
勤
数
系
」
と
名
づ
け
、
東
系
の
「
白
蓮
数
系
」
と
劉
比
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
て
、
近
年
、
鈴
木
中
正
は
、
韓
林
見
集
圏

よ
り
も
、
こ
の
徐
蕎
輝
集
圏
の
方
を
、
白
蓮
宗
の
租
た
る
南
宋
の
茅
子
元
の
法
流
に
属
す
る
「
白
蓮
数
系
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
新
説
を

同

刷

費
表
し
た
。
こ
の
新
設
は
、
な
か
な
か
興
味
深
く
、
私
も
か
つ
て
賛
成
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
疑
問
が
多
く
、
従
い
難

い
よ
う
に
思
う
。
第
一
、
韓
林
見
集
圏
で
は
、

に
は
、
ど
こ
に
も
「
白
蓮
数
」
と
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
「
紅
巾
」

H

「
白
蓮
数
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、

「
白
蓮
数
曾
を
以
っ
て
、
云
々
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
徐
蕎
輝
集
圏

「
紅
巾
」

- 70ー

と
書
い
で
あ
れ
ば
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
、

「
白
蓮
数
」
と
し
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

「
紅
巾
」
と

「
白
蓮
数
」
と
は
、

は
っ
き
り
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
徐
蕎
輝
集
園
が
「
白
蓮
数
」
を
奉
じ
た
と
い
う
鈴
木
設
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
徐
集

固
で
は
「
普
ー
」
の
字
の
附
く
名
前
の
者
が
多
い
が
、
こ
れ
は
南
宋
の
「
白
蓮
宗
」
で
、
「
普
・

畳

・
妙
・

道
」
の
四
字
を
傘
ん
だ
か
ら
で
あ
る
、

と
い
う
黙
で
あ
ろ
う
。
こ
の
黙
は
、
な
か
な
か
面
白
い
が
、
「
普
」
の
附
く
名
前
は
、
傍
数
関
係
者
に
よ
く
使
わ
れ
る
名
で
、
茅
子
元
の
法
系
の

専
貰
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
前
掲
の
「
紅
巾
」
を
掲
げ
た
長
車
の
崇
一
噛
調
院
の
行
者
蓮
は
、
普
倫
・
普
躍
・
普
斌
と
い
う
名
前
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
鈴
木
流
の
論
誼
方
法
に
よ
れ
ば
、
茅
子
元
の
立
数
前
の
こ
れ
ら
の
行
者
達
も
「
白
蓮
数
徒
」
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

同
じ
集
圏
内
で
、
あ
る
共
通
の
文
字
を
使
う
習
慣
は
、
油
開
数
集
圃
だ
け
で
は
な
く
、
南
北
宋
交
替
期
の
武
装
集
固
な
ど
で
も
見
ら
州
、
こ
れ
も

「
白
蓮
数
」
濁
特
の
習
慣
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
徐
集
固
は
、
や
は
り
、
重
松
の
よ
う
に
、
「
調
勤
数
系
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

制

ま
た
、
こ
の
集
圏
内
に
も
、
「
脊
力
人
に
過
ぎ
、
武
書
に
優
れ
た
」
陳
友
諒
や
二
刀
流
の
使
い
手
「
塑
万
越
」
の
越
普
勝
な
ど
の
「
武
力
波
」

も
参
加
し
て
お
り
、
鈴
木
の
言
う
よ
う
に
「
宗
教
波
」
だ
け
の
集
園
と
は
言
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
集
圏
『
内
の
「
紅
巾
L

は
、
彼
ら
「
武
力



波
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

的
明
玉
珍
集
圏
や
閣
陳
友
諒
集
圏
は
、
こ
の
徐
集
圏
か
ら
分
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
紅
巾
」
も
、
徐
集
固
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ω孟
海
馬
・
布
王
三
集
圏
も
同
様
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
、
詳
し
い
こ
と
は
全
く
わ
か

、J

除
i
h

、。

F
Jサ
ん
し

(3) 

明
清
の
「
紅
巾
」

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
元
末
の
「
反
範
軍
」
も
、

モ
ン
ゴ
ル
に
劃
す
る
民
族
的
な
闘
い
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、

「
紅
巾
」
を
掲
げ
、
朱
元
環

集
固
な
ど
で
は
、
権
力
形
成
の
重
要
な
節
目
毎
に
、
「
紅
巾
」
の
規
定
を
再
確
認
し
、
こ
れ
を
誇
示
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
「
紅
巾
」
に
謝
す
る
意
識
は
、
明
の
天
下
統
一
後
も
し
ば
ら
く
績
い
た
ら
し
く
、
洪
武
二
十
一
年
に
も
、
「
中
外
の
衛
所
の
馬
歩
軍
土

の
服
色
を
定
む
。
た
だ
駕
前
旗
手
の
一
衛
の
み
黄
旗
を
用
ひ
、
軍
士
・
力
士
は
倶
に
紅
酔
襖
と
し
、
蕗
甲
の
制
は
奮
の
如
く
す
。
其
の
除
の
衛

同

所
は
、
悉
く
、
紅
旗
・
紅
併
襖
と
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
聞
の
武
装
集
圏
で
は
、
依
然
と
し
て
、

倒

ょ
う
で
あ
る
し
、
モ
ン
ゴ
ル
に
劃
す
る
緊
張
も
緩
ん
で
く
る
と
、
「
紅
巾
」
は
民
族
闘
争
よ
り
も
、

ジ
が
強
く
な
り
、
明
朝
側
で
も
、
，
次
第
に
こ
れ
を
思
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、

刷

所
な
ど
は
、
書
き
改
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
た
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「
反
凱
」
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
の
イ
メ

l

「
朱
元
湾
軍
」
を
「
紅
兵
」
等
と
書
い
た
箇

明
代
の
「
紅
巾
」
に
つ
い
て
、
若
干
、
み
て
み
よ
う
。
明
中
期
に
も
、

た
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
寡
聞
に
し
て
、
前
掲
註
側
の
正
徳
年
聞
の
「
劉
六
・
劉
七
の
凱
」
の
際
の
「
衣
職
皆
赤
い
」

以
下
、

「
紅
巾
」
を
掲
げ
た
民
間
武
装
集
圏
は
か
な
り
存
在
し
て
い

「
山
西
の
盗
李
華
」
位

し
か
知
ら
な
い
。

明
末
の
「
反
凱
L

期
に
な
る
と
、

「
紅
巾
」
の
活
動
も
表
面
化
し
て
き
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
明
末
の
天
魯
二
年
に
山
東
を
中
心
に
、
白
蓮

帥

「
紅
巾
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
聞
香
数
は
、
子
弘
志
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数
の
一
波
の
聞
香
数
の
信
徒
た
ち
が
起
し
た
「
徐
鴻
儒
の
説
」
な
ど
の
際
に
も
、



事「
を棒
誤極
信曾
す 同 」

」を

と通
言 じ
わて
れ
て
し、

る
よ
う

に
率
い
ら
れ
た
「
棒
極
舎
」
と
い
う
武
術
園
韓
と
同
盟
関
係
に
あ
り
、
こ
の
「
俸
棲
曾
」
で
も
「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
る
か
加
、
多
分
、
こ
の

「
紅
巾
」
が
も
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
反
範
」
の
指
導
者
「
徐
鴻
儒
」
は
「
梁
山
泊
の
演
義
故
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『
水
論
俸
』
の
フ
ァ

ン
で
あ
っ
た
ら
し
い
貼
は
興
味
深
い
。

そ
の
外
、
崇
績
十
三
年
に
は
、
頭
に
「
紅
巾
」
を
戴
き
、
身
に
「
紅
衣
」
を
ま
と
い
、
「
替
天
行
道
」
な
ど
と
い
う
、
『
水
飴
俸
』
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
大
書
し
た
「
紅
旗
」
を
押
し
立
て
た
「
土
冠
」
が
河
南
の
溶
鯨
附
近
で
活
動
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
く
南
北
宋
交
替
期
の
反

金
武
装
集
固
に
ル

l
ツ
を
も
っ

「
紅
巾
」
と

『
水
幣
停
』
が
、
民
聞
の
武
装
集
圏
の
停
統
を
支
え
る
二
大
支
柱
と
で
も
言
う
べ
き
存
在
と
な

っ
て
い
る
の
は
注
目
に
債
い
し
よ
う
。

衣
に
、
清
代
の
「
紅
巾
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
清
初
の
混
凱
期
に
は
、
中
圏
全
土
に
わ
た
っ
て
武
装
集
圏
が
結
成
さ
れ
た
が
、
湖
南
の

南
部
の
桂
陽
を
中
心
に
、
「
頭
に
紅
巾
を
駆
っ
た
」
「
紅
頭
の
賊
」
と
呼
ば
れ
る
集
圏
が
、
順
治
五
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
活
躍
し
て
い
加
。

こ
の
「
紅
頭
の
賊
」
の
「
紅
巾
」
に
は
、
満
洲
民
族
に
劃
す
る
民
族
的
抵
抗
の
青
山
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な

い
。
清
前
期
に
、
明
ら
か
に
民
族
的
抵
抗
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
紅
巾
」
を
掲
げ
た
も
の
と
し
て
は
、
康
照
四
十
六
年
頃
、
「
紅
巾
を
頭
に
豪
ひ
、

同

『
大
明
』
の
旗
放
を
竪
」
て
、
太
倉
附
近
で
活
動
し
て
い
た
「
強
賊
」
が
あ
る
。
こ
の
集
圏
は
、
同
じ
頃
、
明
喬
の
「
朱
三
太
子
」
を
奉
ず
る
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と
稿
し
て
、
新
江
の
四
明
山
で
蜂
起
し
た
張
一
念
和
尚
の
集
固
と
開
係
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

そ
の
民
族
色
も
相
嘗
強
烈
で
あ
っ
た
と
言
え

ま
た
、
乾
隆
三
十
三
年
に
は
、
湖
北
の
荊
門
州
で
、
拳
棒
の
習
錬
圏
瞳
を
基
盤
に
、
孫
大
有
・
何
保
玉
ら
が
、

制

包
み
」
、
「
大
明
朱
天
子
天
令
披
」
と
か
「
中
華
明
君
見
漢
不
殺
」
な
ど
と
い
っ
た
旗
を
掲
げ
て
蜂
起
し
て
い
る
。

ト
ι
Aノ
。

「
紅
巾
を
以
っ
て
頭
を

前
述
の
よ
う
に
、
元
末
の
「
紅
巾
」
集
圏
で
は
、

そ
の
ル
l
ツ
が
南
北
宋
交
替
期
に
あ
る
こ
と
が
-
記
憶
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、

清
代
の

「
紅
巾
」
集
圏
で
は

既
に
そ
の
ル

1
ツ
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、

明
末
の
崇
顧
帝
の
遺
児
朱
三
太
子
等
が
奉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
明
の
太
租
朱
元
障
が
元
末
に
「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
た
の
で
、
一
般
に
は
、
明
朝
は
火
徳
で
、
そ
の
色
は
「
赤
L

と
考
え
ら
れ

同

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
質
際
に
は
、
王
朝
が
五
行
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
制
定
す
る
習
慣
は
、
宋
・
金
で
、途
絶
え
、
元
以
降
は



行
な
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
ヤ

!
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
紅
巾
」
は
、
清
代
で
は
「
反
清
復
明
L

の
民
族
的
抵
抗
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
「
曾
黛
」
な
ど
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
清
一
代
を
通
じ
て
最
大
の
反
情
勢
力
で
あ
っ
た
「
天
地
曾
」
な
ど
で
も
、

し
く
、
嘉
慶
七
年
、
慶
東
の
博
羅
で
、
陳
欄
履
四
ら
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
蜂
起
軍
も
、

二
十
八
年
末
噴
か
ら
二
十
九
年
末
の
問
、
張
家
鮮
ら
に
よ
っ
て
率
い
ら
れ
贋
西
各
地
に
活
動
し
て
い
た
蜂
起
軍
も
、

み
」
「
替
天
行
道
、
反
清
隻
明
」
と
い
う
旗
を
掲
げ
て
い
た
し
、
道
光
二
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
、
糊
南
の
新
寧
を
中
心
に
活
躍
し
て

い
た
、
李
一抗
震
に
率
い
ら
れ
た
蜂
起
軍
も
、
「
劫
富
済
貧
」
と
い
う
旗
を
掲
げ
、
「
頭
を
紅
巾
で
家
」
ん
で
い
酬
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
光
三

「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
た
ら

同

「
紅
布
を
以
っ
て
頭
を
包
ん
で
」
い
た
。
ま
た
、
道
光

「
紅
布
を
用
っ
て
頭
を
豪

十
年
、
太
卒
天
国
軍
が
慶
西
の
金
田
村
で
蜂
起
す
る
と
、
「
天
地
舎
」
軍
も
、
こ
れ
に
呼
躍
し
な
が
ら
、
鹿
西
・
贋
東
・
一
帽
建
‘
湖
南
・
漸
江
・

貴
州
等
、
各
地
に
蜂
起
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
蜂
起
軍
は
、

い
ず
れ
も
「
紅
巾
」
を
被
っ
て
い
た
の
で
、

「
紅
巾
の
賊
」
「
紅
頭
の
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賊
」
等
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

中
で
も
、

勢
力
の
あ
っ
た
の
は

威
豊
田
年
に
陳
開
ら
に
率
い
ら
れ
て
庚
東
の
併
山
を
中
心
に
蜂
起
し
た
「
紅

頭
」
軍
と
、
威
豊
三
年
劉
麗
川
ら
に
率
い
ら
れ
て
上
海
に
蜂
起
し
た
「
小
万
禽
」
軍
で
あ
ろ
う
。
南
者
と
も
、
「
首
に
紅
巾
を
裏
ひ
て
識
と
震

し
」
た
り
、
「
頭
に
紅
巾
を
豪
い
、
腹
に
紅
布
を
纏
」
っ
て
蜂
起
し
、
前
者
は
「
洪
徳
を
大
成
す
る
」
(
明
朝
を
復
興
す
る
)
と
い
う
意
味
の
「
大

成
園
」
、
後
者
は
「
大
明
園
」
(
後
に
「
大
明
太
卒
天
国
」
と
改
稽
)
と
い
う
政
権
を
樹
立
し
て
い
る
。
特
に
、
前
者
の
メ

ン
バ
ー
の
中
に
は
、
リ

いタ
l
の
陳
聞
を
は
じ
め
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
際
の
所
調
コ
ニ
元
里
抗
英
闘
争
」
に
参
加
し
た
人
々
が
、
か
な
り
多
か
っ
た
ら
し
い
事
は
興
味
深

川
d

多
分
、
こ
の
「
紅
頭
」
軍
は
、
ア
ヘ

ン
戦
争
を
鐙
験
し
た
贋
東
の
人
々
の
民
族
的
拡
機
意
識
の
中
か
ら
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
新
江
の
繁
清
豚
を
中
心
に
、
威
豊
田
年
頃
、
塵
振
漢
に
率
い
ら
れ
て
蜂
起
し
た
集
圏
も
、

「
紅
巾
」
を
被
っ
て
い
た
の
で
「
紅
冠
」
等
と

呼
ば
れ
て
レ
る
が
、
こ
れ
も
「
募
艇
」
と
関
係
が
あ

っ
た
と
い
う
か
ら
、
上
海
や
慶
門
の
「
小
万
舎
」
と
同
様
、
贋
東
の
「
天
地
舎
」
の
支
涯
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こ
れ
ら
の
一

々
に
つ
い
て
、
詳
述
す
る
徐
裕
を
持
た
な
い
が
、
共
通
す
る
特
色
を
一

つ
だ
け
奉
げ
て
お
こ
う
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ら
各
地
の
「
紅
巾
」
は
、
緩
や
か
な
連
繋
は
あ
る
に
し
て
も
、
小
黛
が
そ
れ
ぞ
れ
分
立
し
て
お
り
、
各
地
域
ご
と
で
さ
え
、
ほ
と

で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
、
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ん
ど
統
一
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
黙
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ゲ
リ
ラ
部
隊
と
し
て
出
裂
し
た
南
北
宋
交
替
期
以
来
の
「
紅
巾
L

の
特
色
で
、

長
所
で
も
あ
り
、
短
所
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
鐙
制
は
、

E
大
な
権
力
に
劃
し
て
ゲ
リ
ラ
的
に
闘
う
時
は
有
利

一旦、

自
己
の
権
力
を
樹
立
し
た
場
合
、
散
漫
で
ま
と
ま
り
が
な
く
、
極
め
て
不
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
あ
る
が
、

「
太
卒
天
国
の
範
」
前
後
に
は
、
庚
東
を
中
心
に
、
江
南
の
各
地
に
「
天
地
曾
」
い
山
市
の
「
紅
巾
」
を
掲
げ
た
武
装
集
圏
が

出
現
し
て
い
た
が
、
「
太
卒
天
国
」
軍
も
、
「
紅
巾
の
賊
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
洪
秀
全
自
身
も
、
贋
西

の
紫
刑
山
匿
で
、
「
社
理
・
文
昌
洞
の
神
像
を
鍛
つ
」
際
な
ど
に
は
、
「
紅
巾
を
蒙
」
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
奔
上
帝
曾
」
は
、

川

山

む

か
し

こ

き

ょ

う

う

し

ば

ん

「
天
地
禽
」

の
一
支
振
と
し
て
出
裂
し
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
洪
秀
全
の
堂
兄
の
郎
王
洪
仁
政
の
供
述
書
に
、
「
向
、
在
家
で
看
牛
を

い

え

し
て
い
た
こ
ろ
、
兄
弟
の
契
り
(
奔
兄
弟
)
を
し
た
た
め
、
房
屋
を
宋
姓
に
焼
か
れ
た
」
と
あ
り
、

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
洪
一
族
は
、
最
初
、

以
上
の
よ
う
に
、

こ
の
「
奔
兄
弟
」
と
は
、
「
曾
黛
」
に
入
曾

t主

「
天
地
曾
」
に
入
曾
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
後
、
日
本
の
塵
界
で

「
太
卒
天
国
」
に
劃
す
る
「
曾
黛
」
の
役
割
り
を
過
少
評
債
す
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
こ
う
い
う
貼
も
含
め
て
、
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
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ょ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
外
に
も
、
清
末
に
は
、

「捻
軍
の
飢
」
や

「
義
和
国
の
凱
」

「紅
旗
」
な
ど
が
散
見
す
る
が
、
長
く
な
る
の
で
、
今
は
省
略
す
る
。

「
辛
亥
革
命
」
の
際
な
ど
の
蜂
起
軍
中
に
も
、

「
紅
衣
」

「紅
巾
」

四

お

オっ

り

Vこ

以
上
、
南
北
宋
交
替
期
か
ら
、
清
末
ま
で
の
「
紅
巾
」
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
、
み
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、

博
統
が
績
い
て
き
た
か
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
俸
統
は
、
近
現
代
に
お
い
て
も
縫
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

い
か
に
連
綿
と
、
そ
の

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
最
後
に
近
現
代
の
「
紅
巾
」
を
若
干
み
て
、
ま
と
め
に
代
え
よ
う
。

中
園
近
代
の
民
間
武
装
集
固
と
し
て
は
、
華
北
の
農
村
を
中
心
に
、
一
九
二
O
J
三

0
年
代
に
組
織
さ
れ
た
「
紅
槍
曾
」
な
ど
は
、
そ
の
代



表
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
紅
槍
曾
」
の
諸
涯
で
も
、

「
紅
巾
」
を
掲
げ
て
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
ら
し
く
、
河
南
の
「
紅
槍
曾
」
の

入
舎
式
の
際
な
ど
に
は
、
「
赤
布
三
尺
で
頭
を
包
み
、
衆
に
向
っ
て
誓
書
一
通
を
出
」
す
儀
式
が
見
え
て
い
る
し
、
江
蘇
の
「
大
万
禽
」
で
も
、

「
『
奉
天
行
道
』
の
旗
を
峨
て
、
赤
布
を
脅
に
纏
ふ
て
居
」
た
と
い
う
。
ま
た
、
四
川
の
「
紳
丘
ハ」
な
ど
も
、
「
頭
を
赤
布
で
包
み
、
赤
帯
を
し
、

左
肩
上
に
赤
布
を
附
け
、
上
に
陵
競
を
墨
書
」
し
て
い
た
と
恥
ぅ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
紅
槍
舎
」
諸
涯
の
中
に
は
、
「
農
民
赤
衛
陵
」
や

「
紅
軍
瀞
撃
隊
」
等
へ
と
吸
牧
・
編
成
さ
れ
る
も
の
も
出
て
来
、

「
紅
巾
」
に
象
徴
さ
れ
る
民
間
武
装
の
俸
統
は
、

「
紅
軍
」
に
も
継
承
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば

街
の
い
た
る
と
こ
ろ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
荷
役
、
外
園
企
業
従
業
員
、
海
員
、
印
刷
、
自
動
車
、
調
味
料
、
燃
料
な
ど
各
業
種
の
鉱
労
働
者
で

組
織
さ
れ
た
赤
衛
隊
で
あ
っ
た
。
暴
動
に
参
加
し
た
人
は
、
い
ず
れ
も
首
に
赤
い
ス
カ
ー
フ
〔
紅
領地
市〕

を
巻
く
か
、
腕
に
跡
い
腕
章
〔
紅

袖
標
〕
を
つ
け
て
い
た
の
で
、
市
民
は
わ
れ
わ
れ
を
「
赤
い
仲
間
」

〔紅
得
友
〕
と
呼
ん
で
い
た
。
(
何
潮
「
出
回
州
蜂
起
の
思
い
山
口
〉

土
豪
を
打
倒
し
た
の
ち
、

わ
れ
わ
れ
は
浪
牧
品
を
利
用
し
て
、

か
れ
の
家
に
設
け
ら
れ
た
鍛
冶
の
埴
で
、
大
万
と
槍
を
作
っ
た
。
赤
い
布
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と
か
、
ま
た
は
、

〔
紅
布
〕
と
赤
い
毛
が
き
ら
め
く
大
万
と
槍
に
つ
け
ら
れ
、
戦
士
た
ち
は
十
分
な
威
風
を
整
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
赤
い
腕
章
〔
紅
管

章
〕
も
作
り
、
そ
れ
に
小
さ
い
字
で

「
宜
春
」
、

大
き
い
字
で
「
赤
色
遊
撃
隊
」

と
書
い
た
。

こ
の
と
き
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
に
行

っ
て
も
、
少
な
か
ら
ぬ
民
衆
と
い
っ
し
ょ
で
あ
り
、
民
衆
は
喜
こ
び
と
親
し
み
の
ま
な
ざ
し
で
わ
れ
わ
れ
を
歓
迎
し
て
く
れ
た
。
(
張
輿
華

「
あ
る
赤
色
遊
撃
隊
の
成
長
」)

な
ど
と
、

「
紅
軍
」
内
部
で
、

「
赤
い
ス
カ
ー
フ
」
や
「
赤
い
腕
章
」
な
ど
が
、
頻
り
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
え
る
。
勿
論
、
こ
れ

ら
は
、

一
般
兵
士
や
民
衆
た
ち
に
は
、
外
来
の
も
の
と
い
う
よ
り
、

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
放
に
、
民
衆
か
ら
、

ソ
ビ
エ
ト
赤
軍
か
ら
の
職
人
で
あ
ろ
う
が

む
し
ろ
停
統
的
な
「
紅
巾
」

「
喜
こ
び
と
親
し
み
の
ま
な
ざ
し
」
で
迎
え
ら
れ
た
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ま
た
、
「
抗
日
戦
争
時
期
」
に
は
、
「
紅
槍
禽
」
は
「
八
路
軍
と
協
力
ま
た
は
そ
れ
に
改
編
さ
れ
」
、
「
抗
日
」
の
た
め
に
「
勇
敢
に
戦
っ
た
」

「
紅
巾
」
に
象
徴
さ
れ
た
南
北
宋
交
替
期
以
来
の
民
族
的
抵
抗
の
停
統
も
、

と
い
う
か
ら

言
え
よ
う
。

註ω
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
(
青
木
書
底
、

頁
二
二
二
。

ω
堀
田
善
術
『
海
鳴
り
の
底
か
ら
』
(
朝
日
新
聞
位
、
一
九
六
一
。
後
に

新
潮
文
庫
牧
鍛
)
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
五
、
「武
機
感
究
に
つ
い
て
」
、
参
照
。

ω
「宋
一克
時
代
の
紅
巾
軍
と
元
末
の
粛
勧

・
白
蓮
数
に
就
い
て
」
出
(
『
史

淵
』
二
四

一
九
四
0
1

川
刊
資
現
稽
「
南
宋
初
年
河
北
山
東
之
義
軍
」
(
『
文
化
建
設
』
一
一
|
五

一

九
三
六
)
、
北
京

・
陶
希
翠
「
北
宋
亡
後
北
方
的
義
軍
」
(
『食
貨
』
一
一
一
|
五

一
九
三
六
)
、
羽
伯
賛
「
南
宋
初
年
黄
河
南
北
義
軍
考
」〈
『
中
園
史
論
集
』

一
九
四
三
〉
、
越
偶
生
「
靖
康
・

建
炎
開
各
種
民
間
武
装
勢
力
性
質
的
分

析
」
(
『
文
史
哲
』

一
九
五
六
|
一
一
)
、
相
相
家
度

・
李
光
壁
「
北
方
忠
義
憲

和
岳
飛
北
伐
」
(
『
歴
史
教
謬
』
一
一
一
九
一
九
五
四
。
後
に
『
中
園
歴
史
人

物
論
集』

に
牧
録
)
等
。

制
骨
申
一
松
前
掲
論
文
頁
九

O
。

川
明
王
泊
四
『
金
石
翠
編
』
智
一
五

O
、
『
江
蘇
金
石
志
』
金
石
一
二
、
徐
夢

宰
コ
ニ
朝
北
関
曾
編
』
(
以
下
『
禽
編
』
と
略
稽
)
倉
一
一
一
七
、
紹
興
二

十
一
年
八
月
四
日
燦
等
所
枚
。

州

w

李
重
『
皐
宋
十
朝
綱
要
』
径
一
八
。

川W

『
禽
編
』
二
六
、
王
係
『
東
都
事
略
』
各
一
二
、

一
九
七
四
)

『
宋
申
C
径
二
三
。

「
革
命
」
軍
に
継
承
さ
れ
、
設
展
さ
せ
ら
れ
た
と

な
お
、
張
大
田
田
『
総
資
治
一通
鑑
長
編
拾
補
』
径
五
二
は
「
正
月
丁
卯
朔
」

と
す
る
。

制
こ
の
記
事
の
や
や
省
略
さ
れ
た
も
の
が
、
李
心
停
『
建
炎
以
来
繁
年
要

録
』
(
以
下
、
『
要
録
』
と
略
稽
)
巻
九
、
同
年
九
月
壬
辰
僚
に
見
え
る

が
、
多
少
文
字
の
異
同
が
あ
る
。
引
用
文
中
の
〔
]
を
附
し
た
と
こ
ろ

は
、
『
要
録
』
に
よ
っ
て
改
め
た
も
の
。

帥
『
要
録
』
巻
一
一
一一
四
、
紹
興
十
年
正
月

・
是
月
僚
。

制
胡
勝
之
『
山
右
石
刻
叢
編
』
巻
一
九
、
金
、
「
褒
垣
豚
修
城
記
」
。

同
『
要
録
』
各
四
七
、
紹
興
元
年
九
月
・
是
秋
篠
、
字
文
懇
昭
『
大
金
園

士
官
谷
七
、
天
曾
九
年
保

O

M
W

『
宋
史
』
巻
四
四
九
、
貌
行
可
停
。

帥
『
中
興
禦
侮
録
』
巻
下
、
紹
興
三
十
二
年
六
月
十
五
日
係
。

帥
『
曾
編
』
各
一
一
一
一八
、
建
炎
四
年
四
月
二
十
五
日
係
。

M
W

『
要
録
』
俳
句
二
て
建
炎
三
年
三
月
庚
寅
係
。

制
『
曾
編
』
径
二
二
て
紹
興
二
十
五
年
十
一
月
僚
所
引
『
(
洪
路
)
行

吠』。

伺
『
南
貫
録
』
径

一
五
八
、
紹
興
十
八
年
十
月
辛
未
係
。

同
『
要
録
』
巻
四

O
、
建
炎

・
是
裁
候
。

帥
『
宋
曾
要
輯
稿
』
兵
一

一一一
l
二
五
。
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帥
こ
れ
ら
の
武
装
集
闘
に
つ
い
て
は
、
越
健
生
前
掲
論
文
、
参
照
。

同
『
曾
編
』
巻
一
三
五
、
建
炎
三
年
三
月
二
十
六
日
係
、
『
要
録
』巻一一一

。
、
建
炎
三
年
十
二
月
・
是
月
線
。
『
曾
編
』
が
や
や
詳
し
い
。

帥
民
衆
闘
争
に
お
け
る
演
劇
の
非
日
常
化
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
清
代
に
於
け
る
演
劇
と
民
衆
運
動
」
(
『
木
村
正
雄
先
生
退
官
記
念
東
洋

史
論
集
』
、
木
村
先
生
退
官
記
念
品
閏
、
一
九
七
六
)
参
照
。

帥
狩
野
直
喜
「
五
行
の
排
列
と
五
帝
徳
に
就
い
て
」
正
・
績
・
補
遺
四
則

(
『
讃
書
纂
徐
』
、
弘
文
堂
、
一
九
四
七
)
参
照
。

帥
志
田
不
動
麿
「
赤
眉
の
賊
と
漢
城
陽
景
王
洞
と
の
関
係
」
(
『
歴
史
教
育
』

五
|
六
、
一
九
三

O
〉
参
照
。

帥
『
要
録
』
巻
四
三
、
紹
興
元
年
四
月
丁
亥
篠
。

帥
『
曾
編
』
巻
一

O
て
建
炎
元
年
五
月
一
日
篠
所
引
『
中
興
日
暦
』
。

伺
「
紅
襖
の
賊
」
に
つ
い
て
は
、
越
健
生
「
南
宋
金
元
之
際
山
東
准
海
地

区
的
紅
襖
忠
義
軍
」
(
『
文
史
哲
』

一
九
五
四
|
四
、
後
に
、
『
中
園
農
民

戦
争
史
論
文
集
』
に
牧
録
)
等
、
参
照
。

帥
『
曾
編
』
俳
句
二

O
四
、
紹
興
十
年
十
月
十
五
日
僚
。

帥
『
曾
編
』
巻
一
一
一
七
、
建
炎
三
年
三
月
僚
。

帥

『舎
編
』
巻
二
O
O、
紹
興
十
年
三
月
十
八
日
僚
。

伺
周
密
『
費
東
野
語
』
巻
九
、
李
全
候
。

帥
『
曾
編
』
倉
一
一
八
、
建
炎
二
年
十
月
五
日
僚
。

帥
古
代
の
任
侠
に
つ
い
て
は
、
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
民
間
秩
序
の

構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
(
『
中
園
古
代
の
祉
舎
と
園
家
』
、
弘
文
堂
、
一
九

六
O
)
参
照
。

伺
李
般
『
宋
朝
事
寅
』
巻
九
、
勅
臣
僚
。
那
波
利
貞
「
唐
代
の
祉
邑
に
就

き
て
」
(
『
唐
代
社
倉
文
化
史
研
究
』
、
創
文
祉
、
一
九
七
四
)
頁
五
六
一
、

等
参
照
。

M
W

『皮
子
文
薮
』
、
「
部
孝
議
」
上
下
。

伺
栗
原
盆
男
「
庸
五
代
の
鍛
父
子
的
結
合
の
性
格
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
六
二

ー
六
、
一
九
五
三
)
参
照
。

同
「
祉
邑
」
に
つ
い
て
は
、
那
波
前
掲
論
文
参
照
。

帥
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
詳
述
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
徐
裕
が
な

ぃ
。
さ
し
あ
た
り
、
草
野
靖
「
宋
代
の
主
戸
・
客
戸
・
佃
戸
」

m

q東

洋
皐
報
』
四
六
|
二
、
一
九
六
一
二
)
頁
八
六
、
等
が
示
唆
に
富
む。

帥
『
宋
史
』
巻
四
四
八
。

制
『
要
録
』
巻
一
九
、
建
炎
三
年
正
月
乙
未
僚
、
『
舎
編
』
巻
一
一
一

O
、

同
年
正
月
一
六
日
僚
。

帥
『
曾
編
』
巻
一
四
二
、
建
炎
四
年
九
月
二
十
七
日
係
、
『
要
録
』
轡
三

七
、
同
年
九
月
・
是
月
篠
。

帥
『
曾
編
』
得
一

O
四
、
建
炎
元
年
五
月
二
十
一
日
係
。

同
羅
南
綱
『
天
地
舎
文
献
録
』
(
上
海
正
中
書
局
、
一
九
一
一
一
六
)
頁
一
一
一
・

三
二
・
四
三
・
七
一
等
、
参
照
。

帥
『
曾
編
』
巻

一一

八
、
建
炎
二
年
十
月
五
日
候
所
引
『
時
政
記
』。

綿
棒
カ
が
い
か
に
民
衆
の
武
裳
を
恐
れ
て
い
る
か
と
い
う
例
と
し
て
は
、

衣
の
一
例
を
穆
げ
る
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
。
金
軍
が
開
封
を
陥
落
し
た

後
、
欽
宗
は
域
外
の
金
の
大
元
帥
粘
翠
の
営
合
に
赴
き
、
戻
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
城
内
で
は
、
武
器
を
製
造
し
て
緩
急
に
備
え
よ
う
と
主

張
す
る
者
も
出
現
し
た
が
、
開
封
府
で
は
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
ま
だ
、

「
事
を
生
ず
る
を
慮
ん
ば
か
り
」
許
可
せ
ず
、
主
謀
者
の
李
賓
以
下
十
七

人
を
庭
刑
し
た
の
で
あ
る
。
(
『舎
編
』
各
七
七
、
精
康
二
年
正
月
二
十
二

日
係
)
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的
『
舎
編
』
巻
二
二
八
、
建
炎
四
年
四
月
二
十
四
日
候
所
引
『
遺
史
』
。

帥
「
浄
明
忠
孝
道
」
の
「
白
血
」
に
つ
い
て
は
、
秋
月
槻
映
「
道
議
本
功
過

格
と
浄
明
道
|
酒
井

・
吉
岡
閥
博
士
の
争
黙
に
よ
せ
て
|
」
〈
『
文
経
論

叢
』
六

l
四
、
一
九
七
ご
頁
一
四
J
二
ハ
、
二
二
、
参
照
。

倒
『
宋
史
』
酔
包
囲

O
三
、
張
威
停
、
巻
四

O
二
、
安
丙
停
。

倒
『
宋
史
』
巻
凹

て

理
宗
本
紀
。

刷

『
宋
史
』
単
位
四
七
六
、
李
全
体
。

伺

『
禽
編
』
巻
一
四
七
、
紹
興
元
年
五
月
十
=
百
係
。

伺
『
曾
編
』
巻

一
一
一
一
一
、
建
炎
元
年
十
月
二
十
九
日
係
。

倒

『要
録
』
径
一

O
、
建
炎
元
年
十
一
月
・
是
月
係
。

伺
『
要
録
』
袋
一
九
、
建
炎
三
年
正
月
丁
亥
候
。

同

w

宋
代
の
入
墨
の
風
習
全
般
に
つ
い
て
は
、
曾
我
部
静
雄
「
宋
代
軍
隊
の

入
盤
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
皐
報
』
二
四

l
三
、
一
九
三
七
。
後
に
『
支
那

政
治
習
俗
論
孜
』
に
牧
鍛
)
が
詳
し
い
。

制
中
関
歴
代
の
食
人
肉
の
風
習
に
つ
い
て
は
、
桑
原
隙
綴

「支
那
人
聞
に

於
け
る
食
人
肉
の
風
習
」
(
『
東
洋
皐
報
』
一
四
|
て
一
九
二
四
)
参
照
。

伺

『
要
録
』
巻
二
て
建
炎
三
年
三
月
丁
未
僚
。

同
『
禽
編
』

巻

一
一
一
一
八
、
建
炎
四
年
五
月
十
三
日
保
。

伺

『禽
編
』
巻
一

四
四
、
紹
興
元
年
二
月
十
五
日
燦
。

制
荘
季
裕
『
鶏
肋
編
』
巻
中
。

伺
『
要
録
』
径
七
、
建
炎
元
年
七
月
・
是
月
僚
。

制
『
要
録
』
各
二
、
建
炎
元
年
十
二
月
甲
戊
僚
。

制
余
嘉
錫
『
宋
江
三
十
六
人
考
貧
』
(
『
余
嘉
錫
論
象
雑
著
』
下
、
中
華
書

局
、
一
九
六
三
〉
頁
三
六
八
。

帥W

『曾
編
』
悠

二
六
、
建
炎
二
年
四
月
僚
。
余
前
掲
番
頁
三
六
九
、

殿

敦
易
『
水
爵
惇
的
演
幾
』
(作
家
出
版
社
、
一
九
五
七
)
頁
二

O
、
参
照
。

伺

余

嘉
錫
前
掲
書
頁
三
六
八
、
殿
敦
易
前
掲
書
頁
二
O
l
-
-
一
。

制

梁

山

泊
の
「
紅
巾
」
の
例
と
し
て
は
、
「
毎
隻
虹
上
口
ハ
有
五
個
人
。
四

個
人
揺
着
町
民
櫓
、

船
頭
上
立
着
一
個
人
、
頭
抽
市
絡
紅
巾
、
都

一
様
身
穿
紅

羅
繍
襖
」
(
二
十
回
〉
と
か
、
「
梁
山
泊
好
漢
-
・
:
人
々
都
帯
茜
紅
巾、

個
々
野
穿
緋
柄
襖
。

-
a

満
地
紅
旗
瓢
火
焔
、
学
空
赤
織
輝
霞
光
」
(
六

十
三
回
)
な
ど
。
ま
た、

梁
山
泊
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、
少
華
山
菜
の

か
曾
い
ろ

陳
遂
の
よ
う
に
、
「
乾
紅
の
凹
面
巾
」
を
被
り
、
「
紅
襖
」
を
着
た
り
(
二

回
)
、
桃
華
山
築
の
連
中
の
よ
う
に
、
「
頭
巾
都
戴
茜
根
紅
、
納
襖
骨
盤
絞
楓

葉
赤
」
(
五
回
)
等
と
い

っ
た
例
も
あ
る
。
引
用
は
、
前
附
録
鋒
ら
校
訂

『
水
器
全
体
』
(
中
華
書
局
、
一
九
五
八
〉
に
よ
る
。

伺
「
俺
這
石
摺
色
茜
紅
巾
」
(
「
燕
青
博
魚
」
四
折
)
、「
祖
下
我
這
紅
納
襖」

(
「
李
遼
貞
剤
」
四
折
)
、
「
繍
納
襖
千
重
花
艶
、
茜
紅
巾
高
級
霞
生
」
(
「
争

報
恩
」

模
子
)
、
「
依
這
般
茜
紅
巾
、
題
納
襖
、
乾
紅
裕
隠
」
(
「
黒
旋
風
」

一
折
〉
な
ど
。
な
お
、
最
後
の
「
腫
柄
襖
」
の
「
腹
」
は
「
狸
」
で
、

「緋
」
の
意
味
。

制
服
敦
易
前
掲
書
頁
四
三
、
参
照
。
な
お
、
「
宋
江
三
十
六
人
賛
」
に
は
、

引
用
し
た
以
外
に
も
、
「
太
行
山
」
が
、
「
白
玉
麟
限
、
見
之
可
愛
、
風

塵
大
行
、
皮
毛
移
植
拙
」
、
「
紳
行
太
保
戴
宗
、
不
疾
而
速
、
故
一
柳
無
方
、
汝

行
何
之
、
敢
離
大
行
」
、
「
浪
遮
鋼
穆
横
、
出
波
大
行
、
在
無
昨
岸
、
錐
泊
以

遮
鋼
、
難
離
火
伴
」
等
と
見
え
て
い
る
。

仲
『
曾
編
』
倉
一
四
九
、
紹
興
元
年
十
二
月
八
日
保
。
な
お
、
元
初
に
は

李
全
を
題
材
と
し
た

『
李
銭
槍
本
末
』
と
い
う
小
説
も
、
南
宋
の
遺
匡
洪

貴
叔
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
(
奥
莱

「
淵
穎
集
』
各
四
、
「
検
故
度
得

故
洪
貸
叔
所
書
李
鍛
槍
本
末
寄
洪
徳
開
帥
」
〉
。
愛
宕
松
田
力

・
寺
田
隆
信
『
中

- 78一
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園
の
歴
史
、
元
明
』

照。

制
劉
各
・
黄
清
江
「
施
耐
奄
輿
『
水
滋
捕
時
』
」
(
『文
護
報
』
一
九
五
二
1

一一一〉
。

同
そ
の
質
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
水
滋
俸
の
世
界
|
中
園
民
衆
の
観
念
的

世
界
|
」
(
『
歴
史
察
研
究
』
三
九
四
、
一
九
七
三
)
参
照
。

伺
命
高
春
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
清
代
に
於
け
る
演
劇
と
民
衆
運

動
」
参
照
。

仲
谷
口
規
矩
雄
『
朱
元
部
』
(
人
物
往
来
社
、
一
九
六
六
)
頁
六
一
、
野

口
一銭
郎
「
初
期
朱
元
滋
集
闘
の
性
格
」
(
『
横
漬
園
大
人
文
紀
要
』
哲
皐
枇

曾
科
皐
一
八
、
一
九
七
二
)
頁
=
ニ
。

伺

陶

宗
儀
『
畷
耕
録
』
各
三
O
、
「
松
江
之
輔
焚
」
、
和
田
清

「
明
太
砲
と
紅

巾
の
賊
」
(
『
東
洋
皐
報
』
一
一
二
|
二
、
一
九
二
二
)
頁
一
四
三
、
参
照
。

伺
重
松
前
掲
論
文
附
頁
一
一
一
一
九
。

開
こ
の
呼
稽
は
谷
口
前
掲
室
田に
始
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

側
『
中
園
史
に
お
け
る
革
命
と
宗
数
』

(
東
大
出
版
舎
、
一
九
七
四
)
頁

七一

J
七
二
。

側
主
と
し
て
権
衡
『
庚
申
外
史
』
至
正
十
一
年
僚
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の

集
幽
の
研
究
に
は
、
野
口
銭
郎
「
元
末
の
い
わ
ゆ
る
東
系
紅
巾
寧
諸
勢
力

に
つ
い
て

l
郭
子
輿
と
芝
雌
李
|
」
(
『横
潰
園
大
人
文
紀
要
』
哲
皐
社
倉

科
皐
二

O
、
一
九
七
四
〉
が
あ
る
。

伺
野
旦
別
掲
コ
冗
末
の
い
わ
ゆ
る
東
系
紅
巾
軍
諸
勢
力
に
つ
い
て
」
内

側
談
遷
『
園
楼
』
巻

て
歪
正
十
五
年
正
月
戊
午
保
。

制
『
園
権
』
巻
一
、
至
正
十
五
年
六
月
丁
巳
係
、
高
岱

『
鴻
猷
鍛
』
巻

て
「
定
鼎
金
陵
」
候
。 (

講
談
社
、

一
九
七
四
〉
頁
一
九
一

l
一
九
二
、
参

劉
辰
『
園
初
事
蹟
』
。

鈴
木
前
掲
書
頁
七
九
。

拙
稿
「
白
蓮
数
の
成
立
と
そ
の
展
開
l
中
園
民
衆
の
幾
革
思
想
の
形
成

|
」
(
『
中
園
民
衆
反
飢
の
世
界
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
四
)
頁
二
ハ
五
、

一
六
六
。

制
例
え
ば
、
前
掲
の
京
師
の
「
百
可
健
児
」
の
李
孝
忠
の
集
幽
な
ど
で

も
、
「
有
義
兄
弟
十
人
、
而
姓
李
者
皆
立
名
連
孝
字
、
孝
忠
信
用
首
、
叉
有

孝
義

・
孝
成

・
孝
信
凡
八
人
」
(
『
曾
編
』
径

一
O
四、

建
炎
元
年
五
月
二

十
一
日
係
)
と
、
「
義
兄
弟
」
は
、
名
前
に
「
孝
」
の
字
を
着
け
て
い
る
。

制
宋
派
『
卒
漢
鍛』。

M

開
『
明
貫
録
』
同
年
八
月
戊
寅
係
。

制
例
え
ば
、
正
徳
年
聞
に
起
っ
た
「
劉
六
・
劉
七
の
飢
」
の
際
に
は
、

「
衣
峨
皆
赤
」
の
「
山
西
盗
李
華
」
等
も
蜂
起
し
て
い
る
。
(
『
明
貫
録
』

正
徳
六
年
六
月
美
未
僚
)

伺
虚
南
喬

コ
冗
末
紅
巾
起
義
及
其
進
軍
吉岡
魔
的
歴
史
意
義
」
(
績
)
(
『文
史

哲』

一
九
五
四
|
七
)
麻
酔
照
。

制
『
明
貫
録
』
天
防
省
二
年
五
月
丙
午
篠
。
な
お
、
「
徐
鴻
儒
の
飢
」
に
つ

い
て
は
、
野
口
「
天
啓
徐
鴻
儒
の
胤
」
〈
『
東
方
宗
数
』

二
0
・
二
て
一

九
六
二
・
六
三
)
、
鈴
木
前
掲
書
第
七
章
等
、
参
照
。

M

開

『明
貫
録
』
天
啓
二
年
七
月
笑
亥
僚
。

倒
査
縫
佐
『
罪
惟
録
』
各
三
て
徐
鴻
儒
停
。

制
北
京
大
祭
文
科
研
究
所
『
明
末
農
民
起
義
史
料
』

五
二
)
頁
三

O
二
J
三
O
三。

嗣
刊
謝
園
禎
『
清
初
農
民
起
義
資
料
輯
録
』

頁
二

O
八
J
二
O
九。

e$例鱒
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側

面

太
倉
有
人
起
事
摺
」
「
太
倉

一
今
和
術
家
衆
起
事
摺
」
(
故
宮
博
物

院
明
清
案
楢
部
『
李
向
山
奏
摺
』
、
中
華
金
田局
、
一
九
七
六
)
。
佐
々
木
正
哉

『
清
末
の
秘
密
結
社

〈前
編
〉』

(
田
町
南
堂
、
一
九
七

O
〉
頁
六
六
J
七

二
、
参
照。

制

「湖
北
剣
門
孫
大
有
何
側
玉
川寺
謀
矯
不
軌
案
」
(
図
立
北
卒
故
宮
博
物

院
文
献
館
『
史
料
旬
刊
』
六
・
七
期
〉
。
佐
々
木
前
掲
普
頁
一
九
O
J
一

九
三
、
参
照
。

M
W

『
園
初
事
蹟
』
、
郎
茨
『
七
修
繍
稿
』
巻
二
、
「
本
朝
火
徳
旺
」
、
谷
賂

泰
『
明
史
紀
事
本
末
』
単
位
て
等
参
照
。

M

開
狩
野
前
掲
論
文
、
三
回
村
泰
助
『
黄
土
を
拓
い
た
人
び
と
』
(
河
出
番

房
新
社
、
一
九
七
六
〉
頁
一

一一
一
五
、
等
参
照
。

制
『
清
貧
録
』
同
年
九
月
刊
宍
酉
係
。

剛
『
(
民
図
)
凶
邑
寧
勝
士
山
』

忠信
三
四
(
太
卒
天
国
革
命
時
期
庇
西
農
民
起

義
資
料
編
輯
組
『
太
卒
天
国
革
命
時
期
肢
西
農
民
起
義
資
料
』
上
〉
頁
四

一一。

剛
こ
の
「
李
況
授
の
飢
」
に
つ
い
て
の
儲
案
が
、
故
宮
博
物
院
明
清
機
案

部

『清
代
指
案
史
料
竣
編
』

(
中
華
書
局
、
一
九
七
八
)
二
輯
に
、

多
数

枚
録
さ
れ
て
い
る
。

剛
陳
閲
ら
の
「
大
成
圏
」

に
つ
い
て
は
、
郷
側
議
「
大
成
図
的
反
清
起

義
」
(『
史
皐
月
刊
』

一
九
五
八
|

一二
〉
、
上
海
小
刀
曾
に
つ
い
て
は
、
坂

野
良
吉
「
上
海
小
万
舎
の
叛
飢
」
〈『
歴
史
翠
研
究
』
三
五
三
、
一
九
六
九
)

等
、
参
照
。

剛
梁
陥
慮
「
関
子
『
陳
関
白
述
』」
〈
『
光
明
日
報
』
一
九
六
二

・
三

・
二

八
〉
及
び
、
昨
聞
東
省
文
史
研
究
館
コ
ニ
一冗
一史
人
民
抗
英
闘
争
史
料
(
修
訂

本
)
』

(
中
華
世間
局
、
一
九
七
八
〉
頁
一
七

O
、
一
八
三
等
参
照
。

剛

「

盤

振
漢
起
義
事
略
」
「
掘
削
南
紅
巾
軍
史
料
輯
録
」
(
『
近
代
史
資
料
』

一
九
六
一一一
|

一
)
、
「
紅
冠
記
」
(
太
卒
天
国
歴
史
博
物
館
『
太
卒
天
国
史

料
叢
編
簡
瞬
』
二
、
中
華
書
局
、
一
九
六
一
)
等
参
照
。

剛

『

太
卒
天
国
革
命
時
期
政
西
俊
民
起
義
資
料
』
出
、
頁

二
二
三
、
二
ニ

七
、
一
五
五
、
二
ハ

O
等。

剛
『
〈
民
図
)
桂
一中
豚
志
』俳
句
=
=
二
、
紀
事
下
編
。

剛

「洪
仁
政
自
述
ー一
(
中
園
史
皐
曾

『
太
卒
天
国
』
、
紳
州
園
光
位
、
一
九

五
二
)
。

刷

長

野

朗

『支
那
兵
・
土
匪
・
紅
槍
舎
』

(
叛
上
書
庖
、
一
九
三
八
)
頁

三
一
四
。

川
長
野
前
掲
書
頁
三
四
五

O

M

長
野
前
掲
書
頁
三
四
八
。

川

三

谷
孝
「
停
統
的
農
民
闘
争
の
新
展
開
」(『
講
座
中
園
近
現
代
史
』
五、

東
大
出
版
社
、

一
九
七
八
)
頁
一
凶
一

、
参
照
。

川
中
園
人
民
解
放
軍
三
十
年
徴
文
編
紙
委
員
禽

『
星
火
煉
原
』
〔
一
〕
上

(
人
民
文
率
出
版
社
、
一
九
五
八
)
所
枚
。
詩
文
は
、
新
島
淳
良
編
謬

『
星
火
僚
原
川
、
井
尉
山
へ
の
道
』
(
新
人
物
往
来
位
、
一
九
七
一
)
頁

一
四
六
に
よ
る
。

川

『
星
火
煉
原
』
〔

一
〕
下
所
段
。
譲
文
は
、
依
困
惑
家
編
謬
『
星
火
煉

原

ω、
瑞
金
の
赤
旗
』
(
新
人
物
往
来
位
二

九
七
一
)
頁
三
二
に
よ
る
。

川
山
本
秀
夫
「
農
民
解
放
闘
争
の
新
展
開
」
〈
『
講
座
現
代
中
園
』

E
、
大

修
館
、
一
九
六
九
〉

頁
一
四
九
参
照
。
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What the author of the Ｓｈｉｈ-ｃｈｉintended to write was a history of

one full cycle, beginning with the Yellow Emperor and coining to Han

Wu-ti漢武帝, the ruler of his time. Both of them, thought he, enjoyed

the protection of the element earth ； accordingly, he consciously tried to

draw ａ parallel between the deeds of the tｗｏ｡

　　

The theory which tries to explain the succession of dynasties in

terms of the £ｖｅelements is being usually referred to as the ｗｕ-hｓing

hｓｉａｎｇ-ｓh.£ｎｅｓhlぷｏ五行相勝説.Ｔｈｅ author of the Shih-ｃｈｉ,however,

terms it as the xvu-tｅｃｈｕｎｓ.ｓｈｉｈｓｈｕｏ五徳終始誕ｏr the theory of five

virtues. The Ｓｈｉｈ-ｃｈｉ,　ｉtcan be said, was written on the basis of this

theory and the Taoist philosophy･

　　　　　　　

The Red Turbans 紅巾

－Ａ Tradition of Popular Armed Gronps in China―

　　　　　　　　　

Ｓｏｄａ　Hiｒｏｓｈi

　　　

The Red Turbans are most famous for their role in the rebellions

at the end of the Yiian. The custom of wearing red turbans among

popular

　

armed groups in China, however, had ａ longstanding tradition

which had continued until the modern times｡

　　　

As the late Shigematsu Toshiaki重松俊章had pointed out, the Red

Turbans had their origin at the time when the Northern Sung fell.Faced

with the advancing Chin 金troops, popular armed groups with the aim

of self defence sprang up in various parts of Northern China. Red being

the colour symbolizing the Sung dynasty, some of these groups had their

members wear red turbans or tunics,ｏｒ丑iedthe red banner in order to

show their resistance. Since then, throughout the Yiian, Ming, Ch゛ing

and the Republic, the red turban came to be adopted as ａ symbol of

national resistance among various popular armed groups. Even the Water･

Margin, the bible of rebels, reveals the in丑uence of the Red Turbans.

Some of the characters, for example, are wearing the red turban； the

Mount T'ai-hang 太行山, their base, too was originallyａ base of anti-Chin

guerrillas. The Red Turbans were so numerous among the rebels against

the Yiian dynasty that the rebellions at the end of the Yuan are some-

- ２－

ｊ

｜



times being dubbed as the Rebellion of Red Turbans. Rebels of the later

times ｅ，ｇ･，Hsii Hung-iu 徐鴻儒, the T'ien-ti hｕi天地會, the T'ai-p'ing

t’ｉｅｎ-Jiｕｏ太平天国, and the Ｈｕｎｇ-ｃｈ’ｉａｎｇ　hｕi紅槍會, too often refer to

the Red Turbans.　It can also be said that such tradition is continuing

even today, as shown in the attitude to equate the Red Army with the

revolutionary army･

The Dissolution of Communal Ownership in Java

　　　　　　　　　　

びemuΓαｙαぶzzθ

　　

Beginning the latter half of the nineteenth century, plantations by

the private capital replaced gradually the cultuur∫telsel i. e., the forced

cultivation system as the main pillar of exploitation economy in the

colonial Java.　At the same time, the communal ownership of rice丘elds

widespread in the central and eastern Java emerged as ａ major problem

for the colonial rule. The government of Dutch East Indies attempted

in various ways to turn this into ａ personal and hereditary ownership ；

the efforts, ho■ｗｅver, ended up eventually in failure｡

　　

Within the communal ownership itself, on the other hand, there was

ａ tendency to have the members' share fiχed, resulting in the growing

number of so-called ｃｏｍｕｎａａｌｂｅｚiｔｍｅt ｖａｓtｅａａｎｄｅｅｌｅれ,that is the

communal ownership with fiχed share.　Moreover, as the increasingly

easier

　

sale of　the　land　shows, the restrictions　governing community

became virtually meaningless｡

　　

The communal ownership in Java, to sum up, was dissolved not in

the drastic way the colonial government wanted, but rather through a

gradual course.　That the ｈｅｅｒｅｎｄｉｅｎｓｔ,　ａ　Iorcedlabour system for public

purposes, was not reduced radically was mainly responsible for this. At

the same time, certain demerits of the communal ownership, for example

its inability to meet with the increased production led to its dissolution｡

　　

A11 told, the communal ownership of land in Java followed the

course to dissolution. That is to say that the conditions necessary for

the partition of peasantry were formed.

- ３－


